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蝦

夷

の

呼

称

･表
記

を

め

ぐ

る

諸

問

題

第
二
回

｢夷
｣
表
記
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
-

ヒ
ナ
と
エ
ミ
シ
ー

は
じ
め
に

前
号
で
､
蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
に
関
し
て
研
究
史
を
顧
み
た
際
､
検
討
す
べ
き
数

(-
)

多
-
の
研
究
課
題
が
残

っ
た
｡
今
回
は
､
数
多
-
掲
げ
た
研
究
展
望
の
中
か
ら
､
表

記
の
変
遷
､
特
に

｢夷
｣
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
｡
本
来
な
ら
問
題

提
起
し
た
責
任
上
､
そ
う
し
た
課
題
の
全
て
に
つ
い
て
､
こ
こ
で
私
見
を
述
べ
る
べ

き
な
の
だ
が
､
現
時
点
の
筆
者
は
あ
ま
り
に
も
浅
学
で
あ
り
､
今
後
時
間
を
か
け
て

検
討
し
て
い
-
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
｡

表
記

｢夷
｣
が
古
代
東
北
関
係
の
史
料
上
に
現
れ
､
い
わ
ゆ
る
蝦
夷
を
指
す
と
忠

誠
∴E

わ
れ
る
の
は
､
古
-
は

『日
本
書
紀
』
斉
明
紀
に
遡
る
｡
た
だ
､
写
本
に
よ
っ
て
は

｢蝦
夷
｣
と
な

っ
て
い
る
ほ
か
'
斉
明
紀
の
記
事
の
信
悪
性
に
関
し
て
は
史
料
批
判

上
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
た
め
､
確
実
な
所
で
は
､
養
老
年
間
の

｢征
夷
将
軍
｣
ま

(3
)

で
下
る
｡

と
こ
ろ
が
こ
の

｢征
夷
｣
と
い
う
表
現
も
､
そ
の
後
連
続
し
て
存
続
す
る
の
で
は

(･･7･)

な
-
､
宝
亀
十

一
年
か
ら
延
暦
十

一
年
ま
で
は

｢征
東
｣
に
変
わ
る
｡
江
戸
時
代
に

ま
で
続
-
役
職
の

｢征
夷
大
将
軍
｣
と
い
う
名
辞
は
､
延
暦
十
三
年
以
降
に
固
定
化

し
た
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
養
老
･神
亀
年
間
の

｢征
夷
｣
と
い
う
表
現
と
､

荒

木

陽

一
郎

延
暦
十
三
年
以
降
の

｢征
夷
｣
と
い
う
表
現
と
の
間
に
は
､
何
ら
か
の
相
違
が
あ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡
こ
の
こ
と
は
､
次
の

1
で
ふ
れ
る
よ
う
に
､
延
暦

･
弘
仁

年
間
を
境
に

｢蝦
夷
｣
表
記
が
史
料
上
か
ら
消
え
､
｢夷
｣
が

一
般
化
す
る
こ
と
と
も

関
連
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
こ
で
も
う

一
つ
注
意
す
べ
き
点
は
､
古
代
東
北
と
直
接
的
に
関
係
し
な
い
と
こ

ろ
に
現
れ
る

｢夷
｣
､
す
な
わ
ち
通
常

″
ヒ
ナ
″
と
呼
称
し
解
釈
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
｡
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣
と
エ
ミ
シ
と
し
て
の

｢夷
｣
は
､
多
-
の
研
究
に
お
い

(.r))

て
混
用
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し
､
古

代
人
が
ヒ
ナ
と
し
た
空
間
認
識
の
推
移

(拡
散
)
は
､
王
化
の
対
象
と
し
て
の
エ
ミ

シ
が
､
畿
内
を
始
め
と
し
た
律
令
国
家
体
制
内
の
人
々
の
意
識
の
中
に
具
現
し
て
い

-
過
程
と
密
接
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
う
｡

こ
こ
で
は
､
以
上
の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら

｢夷
｣
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
考
え

て
い
-
こ
と
に
す
る
｡
な
お
､
前
回
と
同
様
､
史
料
な
ど
に
見
ら
れ
る
表
記
は

｢
｣

付
で
書
き
､
言
葉
の
発
音

(呼
称
)
は
片
仮
名
書
き
で
示
す
こ
と
と
す
る
｡
そ
れ
以

外
の

｢｣
の
つ
か
な
い

〟蝦
夷
″
は

一
般
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
｡
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a
t
『日
本
書
紀
』
段
階

｢蝦
夷
｣
の
初
見
は

『日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
二
十
七
年
二
月
壬
子
条
で
あ
る
｡

『紀
』
段
階
で
は
'
｢蝦
夷
｣

の
他
に

｢蝦
蛎
｣

と
い
う
表
記
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ

は
､
『紀
』
以
外
で
は
､
人
名
で
､
｢造
東
大
寺
司
解
｣

(

年
月
日
閲
)
に

｢佐
伯
宿
禰

(6
)

今
蝦
蝿
｣

と
あ
る
の
み
で
､
ほ
ぼ
史
料
の
上
で
は

『紀
』
に
限
定
さ
れ
た
用
語
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
ま
た
､
斉
明

･
天
智
紀
に
そ
れ
ぞ
れ

一
ヶ
所

｢夷
｣

が
見
ら

れ
る
が
へ
こ
れ
も

一
般
化
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
､
や
は
り

｢蝦
夷
｣

が
中
心
で
あ

る
｡斉

明
紀
に
入
る
と
､
｢蝦
夷
｣

を
冠
し
た
具
体
的
な
人
名
が
現
れ
る
ほ
か
'
｢蝦
夷
｣

の
中
を
北
･
東
･
津
刈
･
鰐
田
･
渡
嶋
･
(柵
養
)
な
ど
居
住
域
で
細
分
し
た
り
､
熟
･

鹿
な
ど
､
畿
内
の
政
権
か
ら
見
た
王
化
の
度
合
い
で
の
区
別
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
｡
こ
れ
は
､
｢蝦
夷
｣

と

T
口
に
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
'
決
し
て

二
九
的
に
と

ら
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢蝦
夷
｣

と
畿
内
政
権
側
と
の

接
触
の
結
果
､
中
央
の
人
々
の
概
念
の
中
で
は
､
当
時
の
東
北
･北
海
道
地
域
が
｢蝦

夷
｣
の
二
言
で
表
せ
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
な
-
な
り
､
｢蝦
夷
｣

社
会
の
中
に
も

性
格
の
異
な
る
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
が
創
出
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
表
そ
う
｡

さ
て
､
こ
の
時
期
の

｢蝦
夷
｣

の
特
徴
と
し
て
'
｢入
朝
し
て

″饗
宴
″
が
な
さ
れ

た
場
合
｣

に

｢冠
位
の
授
与
｣

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
､

｢小
乙
上
｣

｢建
武
｣

｢務
大
津
｣

と
相
対
的
に
低
い
冠
位
だ
が
､
｢
一
系
列
的
な
冠
位

制
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
｣

こ
と
が
特
徴
で
､
こ
れ
は
当
時
の
政
策
が

｢
八
世
紀
段
階

の

｢征
夷
｣

と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
､
各
地
の

｢蝦
夷
｣

集
団
と
の
間
に
貢
納
関

係
を
基
軸
と
し
た
支
配

･
隷
属
関
係
を
設
定
す
る
｣

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め

(7
)

と
考
え
ら
れ
る
｡

b
､
『続
日
本
紀
』
段
階

『続
日
本
紀
』
段
階
に
入
る
と
､
和
銅
二
年
三
月
壬
成
条
の

｢征
越
後
蝦
夷
将
軍
｣

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
蝦
夷
は

｢征
｣

さ
れ
る
対
象
と
な
る
｡

霊
亀
元

(七

l
五
)
年
十
月
丁
丑
条
で
は
､
｢陸
奥
蝦
夷
矧
ヨ
笥
邑
良
志
別
君
宇
蘇

弥
奈
｣

(

傍
線
筆
者
)
の
よ
う
に
､
い
わ
ゆ
る
″蝦
夷
爵
″

を
持
つ
者
が
現
れ
る
｡
″蝦

夷
爵
″
は
､
大
宝
律
令
制
定
に
伴

っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
､
儀
式

･
饗
宴
な
ど
の

場
に
お
い
て
､
天
皇
と

｢蝦
夷
｣

と
の
位
置
関
係
を
示
し
､
｢小
帝
国
｣

た
る
秩
序
と

構
造
を
体
現
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
を
感
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
､
｢蝦
夷
｣

の
中
に
貢
納
･奉
仕
に
よ
る
身
分
上
昇
を
希
求
す
る
者
が
現
わ

(8
)

れ
､
や
が
て

｢蝦
夷
｣

内
部
に
も
身
分
の
分
化
が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
0

こ
の
時
期
､
建
郡
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
､
蝦
夷
を

｢為
編
戸
民
｣

と
す
る
動
き
も

出
て
き
て
い
る
が
､
本
来

｢不
従
戸
貫
｣

の
化
外
民
で
あ
る

｢蝦
夷
｣

の
中
に
化
民

と
な
る
者
が
現
れ
る
の
も
'
こ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
｡
や
が
て

｢蝦
夷
｣

(

広
義
)
の

身
分
の
分
化
が
進
む
と
'
そ
の
中
に
狭
義
の

｢蝦
夷
｣

と

｢停
囚
｣
が
現
れ
る
｡

こ
の
時
期
は
ま
た
､
｢蝦
秋
｣

と
い
う
表
記
が
登
場
す
る
が
､
こ
れ
は

｢蝦
夷
｣

よ

り
北
方
の
領
域
に

｢蝦
夷
｣

と
は
区
別
さ
れ
る
〟

異
類
″

と
そ
の
後
宙
集
団
を
認
識

(9
)

し
､
｢蝦
夷
｣

と
そ
れ
ら
の
集
団
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま

り
､
王
化
の
同
心
円
を
作
る
と
し
た
ら
､
｢蝦
夷
｣

よ
り
さ
ら
に

一
つ
外
の
円
が
存
在

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
｢夷
｣

表
記
は
天
平
宝
字
二

(七
五
八
)
年
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
'
そ
の
後
弘
仁
年
間
初
期
ま
で

｢蝦
夷
｣

と
併
用
さ
れ
る
｡
こ
の

｢夷
｣

表
記
の
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当
初
の
用
い
ら
れ
方
を
見
る
と
､

｢夷
性
狼
心
｣
-
-
-
-
-
-
-
-
-
天
平
宝
字
二

(七
五
八
)
年
六
月
辛
亥
条

｢教
二
導
荒
夷
1｡
馴
二
従
皇
化

1J

-
天
平
宝
字
四

(七
六

〇
)
年
正
月
丙
寅
条

｢馬
レ
夷
被
レ
虜
｣

-
-
-
-
-
-
神
護
景
雲
三

(七
六
九
)
年
十

一
月
己
丑
条

｢馬
レ
夷
所
レ
略
｣

･･･-
-
-
-
-
-
-
･･･宝
亀
元

(七
七

〇
)
年
四
月
莫
巳
条

(10
)

囚
｣

の
総
称
と
考
え
ら
れ
る
の
で
､

｢
三
十
八
年
戦
争
｣
が
鎮
圧
に
向
か
う
に
つ
れ

て
'
律
令
国
家
側
か
ら
見
て
､
王
化
に
浴
し
た
蝦
夷
が
増
え
て
い
っ
た
と
理
解
で
き

よ
う
｡

｢彼
土
近
レ
夷
｣

｢夷
虜
乱
レ
常
｣

宝
亀
三

(七
七
二
)
年
十
月
戊
午
条

延
暦
二

(七
八
三
)
年
六
月
辛
亥
条

｢賊
帥
夷
阿
TP
l流
烏
｣
-
-
-
-
-
-
-
-
延
暦
八

(七
八
九
)
年
六
月
甲
成
条

の
よ
う
に
､
最
後
の
延
暦
八
年
を
除
い
て
は
､
個
人
名
に
冠
さ
れ
る
も
の
は
な
-
'

ま
た
地
域
的
な
具
体
性
に
も
欠
け
､
全
体
に
漠
然
と

｢
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
｣

的
な
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
こ
れ
以
降
､
｢蝦
夷
｣

と

｢夷
｣

に
は
次
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る
｡

A
､
｢夷
｣

を
冠
す
る
人
名
が
増
え
る
｡
そ
う
し
た

｢夷
｣
の
変
化
と
反
比
例
す
る

よ
う
に
､
｢蝦
夷
｣

表
記
の
使
用
例
が
減

っ
て
い
-
｡
そ
し
て
'
『日
本
後
紀
』

弘
仁
二

(八

二

)
年
閏
十

一
月
甲
成
条
を
最
後
に
､
｢蝦
夷
｣

表
記
が
史
料
か

ら
姿
を
消
し
､
逆
に

｢夷
｣

が
も

っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡

B
､
天
平
宝
字
二

(七
五
八
)
年
初
見
の

｢夷
停
｣
が
'
宝
亀
年
間
ご
ろ
か
ら
､

A
の
よ
う
な

｢蝦
夷
｣

と

｢夷
｣

の
変
化
に
前
後
し
て
､
よ
-
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
｡

A
に
関
し
て
は
'
結
論
か
ら
言
え
ば
､
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣

と
エ
ミ
シ
と
し
て

の

｢夷
｣

の
消
長
'
な
ら
び
に
弘
仁
二
年
の
い
わ
ゆ
る

｢
三
十
八
年
戦
争
｣

の
終
結

が
､
大
き
-
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
点
は
次
節
で
詳
し
-
触
れ
る
｡

B
に
関
し
て
は
､
｢夷
停
｣

は
王
化
し
た
蝦
夷
で
あ
る

｢蝦
夷
｣

(

狭
義
)
と

｢停

C
､
『日
本
後
紀
』
以
降

さ
て
弘
仁
二
年
以
降
､
『続
日
本
後
紀
』
『文
徳
実
録
』
を
通
じ
て
､
｢蝦
夷
｣
表
記

は
史
料
か
ら
姿
を
消
す
｡
そ
の
後
､
『三
代
実
録
』
元
慶
五

(八
八

一
)
年
五
月
三
日

条
に

｢陸
奥
蝦
夷
詩
語
｣
と
し
て

一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
｡

｢蝦
夷
詩
語
｣

に
関
し
て
は
'
既
に

『続
日
本
紀
』
養
老
六

(七
二
二
)
年
の
時

点
で
､

夏
四
月
丙
成
｡
征
二
討
陸
奥
蝦
夷
｡
大
隅
薩
摩
隼
人
等
一将
軍
巳
下
及
有
功
蝦
夷
｡

井
謝
憩
対

｡
授
二
勲
位

哀

有
レ
差
｡

(傍
線
筆
者
)

と
あ
る
よ
う
に

｢蝦
夷
｣

の

｢詩
語
人
｣

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
､
｢新
羅
詩
語
｣

(『日
本
後
紀
』
弘
仁
三

(八

二

一)
年
正
月
甲
子
条
､
同
六

(八

一
五
)
年
正
月
壬

寅
条
)､
｢遣
唐
諾
語
｣

(

『続
日
本
後
紀
』
承
和
二

(八
三
五
)
年
閏
五
月
辛
巳
条
)

な
ど
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
､
奈
良
時
代
以
来
､
固
定
さ
れ
て
は
い
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
､
あ
る
程
度
恒
常
的
な

1
つ
の
役
職
名
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も

あ
ろ
う
｡

と
な
る
と
､
｢蝦
夷
｣

は
弘
仁
二
年
以
降
､
ほ
ぼ
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
い
切
る

こ
と
が
で
き
よ
う
｡

一
方

｢夷
｣

は
'
継
続
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
大
き

-
見
て

｢蝦
夷
｣

1

｢夷
｣

の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
次
回
第
三
回
で
ふ

れ
る
つ
も
り
だ
が
､
｢夷
｣

表
記
が
多
-
､
｢蝦
夷
｣
表
記
が
使
用
さ
れ
に
-
い
と
い

う
傾
向
は
､
こ
れ
以
降
近
世
初
頭
ま
で
続
-
0
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l｢

ヒ
ナ
の
例
と
意
味

こ
こ
で
は
､
史
料
上
で
ヒ
ナ
と
呼
称
さ
れ
る
例
に
つ
い
て
､
そ
の
特
徴
と
意
味
を

考
え
て
み
た
い
｡

①

『魂
志
倭
人
伝
』
の
ヒ
ナ

*

『
三
国
志
』
親
書
東
夷
伝
倭
人
条

-
七
千
徐
里
､
始
度
二
l
海

1､
千
絵
里
至
二
封
馬
園
J｡
其
大
官
日
二
卑
狗

T､
副

日
二
卑
奴
母
離
一｡

-
又
南
渡
二
l
海

1｡
千
線
里
､
名
目
二
瀞
海

1｡
至
二
l
大
国
J｡
官
亦
日
二
卑
狗

1､

副
日
二
卑
奴
母
離

J0

-
東
南
至
二
奴
園
l百
里
｡
官
日
二
見
馬
触

1､
副
日
二
卑
奴
母
離

1｡
有
二
二
寓
徐

戸

】｡
東
行
至
二
不
蘭
国
盲

里
｡
官
日
二
多
模
1､
副
日
二
卑
奴
母
離
二
｡
有
二
千

徐
家

1｡

ヒ
ナ
の
最
も
古
い
例
は
､
『魂
志
倭
人
伝
』
に
､
対
馬

･
一
大

〓

支
カ
]
･
奴

･

不
弥
の
四
ヶ
国
の
副
官
と
し
て

｢卑
奴
母
離
｣

が
見
ら
れ
る
｡

『魂
志
倭
人
伝
』
に
登
場
す
る
官
名
は
十
五
種
に
及
ぶ
が
､
全
体
的
な
統

一
性
は

ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
､
対
馬
二

大
国
の

｢卑
狗
｣

と
､
前
述
し
た
四
ヶ
国
の

｢早

奴
母
離
｣

が
共
通
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

｢卑
奴
母
離
｣

は
古
来

｢夷
守
｣

と
考
え
ら
れ
､
｢邪
馬
台
国
が
制
度
的
に
派
遣
し

(;
)

た
辺
境
防
備
官
｣

と
理
解
す
る
の
が

1
般
的
で
あ

っ
た
｡
例
え
ば
平
野
邦
雄
氏
は
｢
ヒ

ナ
モ
リ
は
､
伊
都
の

｢
1
大
率
｣

の
下
級
機
関
で
あ
り
､
邪
馬
台
国
よ
り
現
地
に
派

遣
さ
れ
た
官
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､

一
大
率
-
卑
奴
母
離

(夷
守
)
の
系
列
で
､
外

交

･
軍
事
を
司

っ
た
こ
と
に
な
る
｡
｣
と
理
解
し
､
｢九
州
の
邪
馬
台
国
｣

が

｢北
部

の
沿
岸
諸
国
に
配
置
し
て
い
た
｣

も
の
で
､
後
に
ふ
れ
る

『常
葉
集
』
の
ヒ
ナ
の
よ

う
に
｢
ヤ
マ
ト
を
中
心
に
設
置
｣

し
て
あ

っ
た
も
の
と
は
異
な
る
､
と
述
べ
て
い
る
｡

仮
に

｢卑
奴
母
離
｣
の

｢卑
奴
｣
-
ヒ
ナ
を

｢夷
｣
と
解
釈
し
た
場
合
､
畿
内
制
の

形
成
過
程
の
研
究
な
ど
を
参
考
に
検
討
す
る
に
､
筆
者
も
､
三
世
紀
段
階
の
ヒ
ナ
と
､

七

･
八
世
紀
の
ヒ
ナ
で
は
指
し
示
す
場
所
に
相
違
が
あ
る
と
考
え
る
｡
し
か
し
､
平

野
氏
の
よ
う
に

｢卑
奴
母
離
｣

を

｢夷
守
｣

と
し
､
邪
馬
台
国
派
遣
の
官
と
す
る
な

ど
の
点
を
具
体
的
に
論
ず
る
に
は
､
ま
だ
問
題
も
多
-
残
さ
れ
て
い
る
｡

例
え
ば
､
｢母
離
｣
-
｢m
o
riL､
｢守
｣
-
｢m
o
riL
の
よ
う
に
､
音
韻
上
甲
類
乙
類

(12
)

の
相
違
が
あ
る
点
や
､
坂
本
太
郎
氏
の

｢同
じ
言
語
を
使
う
同
じ
民
族
の
案
出
す
る

官
で
あ
る
か
ら
､
と
き
に
名
称
の

一
致
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
0

ヒ
コ
･
ヒ
ナ
モ
リ
が
共
通
で
あ
っ
て
も
､
直
ち
に
そ
れ
ら
を
女
王
派
遣
の
も
の
と
し

(13
)

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
あ
る
ま
い
｣

と
す
る
意
見
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡

加
え
て
､
邪
馬
台
国
の
所
在
を
九
州

･
大
和
の
い
ず
れ
に
求
め
る
か
に
よ
っ
て
も
､

ヒ
ナ
モ
リ
の
意
味
合
い
は
変
化
し
て
こ
よ
う
｡

こ
れ
に
対
し
､
｢卑
奴
母
離
｣

を

｢夷
守
｣

と
考
え
る
の
は

｢音
の
類
似
と
い
う
こ

(14
)

と
以
外
に
何
の
根
拠
も
な
い
｣

と
す
る
角
林
文
雄
氏
の
見
解
が
あ
る
｡
角
林
氏
は
｢
ヒ

ナ
と
は
ヒ
ナ
ビ
の
と
で
､
ミ
ヤ
ビ

(文
化
の
中
心
)
に
対
し
て
田
舎
風
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｣

と
し
た
上
で
､
｢朝
鮮
半
島
か
ら
進
ん
だ
文
化
を
受
け
入
れ
る
窓
口
｣

で
あ

る
北
九
州
の
方
が
邪
馬
台
国
よ
り
ミ
ヤ
ビ
で
あ

っ
て
､
ヒ
ナ
ビ
た
所
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
し
､
朝
鮮
か
ら
攻
め
て
-
る
心
配
な
ど
殆
ど
な
い
二
～
三
世
紀
に
､

一
体
何
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に
対
し
て
守
る
の
か
､
と
｢卑
奴
母
離
｣
=
｢夷
守
｣
説
を
批
判
し
た
｡
そ
し
て
､
｢卑

(ヒ
)
｣
は
霊
魂
､
｢奴
｣
は
助
詞
の

｢
の
｣､
｢母
離
｣
は
漏
り
か
守
り
で
､
｢宗
教
的

権
威
を
持

っ
て
人
々
を
指
導
す
る
人
が
､
自
分
達
の
権
威
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
､

霊

(ヒ
)
の
所
有
者
､
あ
る
い
は
守
護
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

｢母
離
｣
の
解
釈
は
さ
て
お
き
､
こ
こ
ま
で
を
小
括
す
る
な
ら
ば
､

a
､
｢卑
奴
｣
は
〟
夷
″
な
の
か

″霊
魂
の
″
な
の
か
､

b
､
｢卑
奴
｣
が
邪
馬
台
国
か
ら
見
て
の
単

一
視
点
的
な
ヒ
ナ
な
の
か
､
対
馬
･
一

大

･
奴

･
不
弥
の
各
国
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
見
た
多
視
点
的
な
ヒ
ナ
な
の
か
､

C
､
仮
に
邪
馬
台
国
派
遣
官
と
し
た
場
合
'
九
州
か
ら
見
て
の
ヒ
ナ
な
の
か
､
大

和
か
ら
見
て
の
ヒ
ナ
な
の
か
､

と
い
っ
た
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
間
題
は
､
今
な
お
議
論
の
多
い
邪
馬
台
国

論
争
と
密
接
に
関
連
す
る
た
め
､
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
深
い
検
討
に
は
立
ち
入
ら
な

い
こ
と
と
す
る
｡
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
､
『魂
志
倭
人
伝
』
が
成
立
し
た
時
代
に
'

″
ヒ
ナ
″

と
い
う
言
葉
が
存
在
し
た
こ
と
ま
で
で
あ
る
｡

②

『記
紀
』
の
ヒ
ナ

*

『古
事
記
』
雄
略
天
皇

麻
岐
牟
久
能
｡
比
志
呂
乃
美
夜
波
｡
阿
佐
比
能
｡
比
傍
流
美
夜
｡
由
布
比
能
｡
比

賀
気
流
美
夜
｡
多
気
能
泥
能
｡
泥
陀
流
美
夜
｡
許
能
泥
能
｡
泥
婆
布
美
夜
｡
夜
本
茄

余
志
｡
伊
岐
豆
岐
能
美
夜
｡
麻
紀
佐
久
｡
比
能
美
加
度
｡
茄
比
那
閏
夜
茄
｡
況
斐
随

nTl流
｡
毛
毛
随
流
｡
都
紀
賀
延
波
｡
本
都
延
波
｡
阿
米
麦
激
弊
理
｡
那
加
都
延
波
｡

阿
豆
麻
蓑
激
弊
理
｡
志
豆
延
波

比
細
蓑
涯
弊
理
｡
(後
略
)

『古
事
記
』
の
ヒ
ナ
は
､
雄
略
天
皇
が
長
谷
の
槻
の
大
樹
の
下
で
酒
宴
を
開
い
た

際
､
伊
勢
の
三
重
の
采
女
が
槻
の
落
葉
が
酒
盃
に
浮
か
ん
だ
の
を
知
ら
ず
に
神
酒
を

奉
り
､
そ
れ
を
怒

っ
た
天
皇
に
対
し
て
采
女
が
歌

っ
た
歌
に
登
場
す
る
｡

そ
の
歌
の
冒
頭
'
｢毛
毛
随
流
｡
都
紀
賀
延
波
｡
本
都
延
波
｡
阿
米
蓑
激
弊
理
｡
那

加
都
延
波
｡
阿
豆
麻
蓑
激
弊
理
.
志
豆
延
波
比
那
蓑
涯
弊
理
｡
｣
は
次
の
よ
う
に
解
釈

(15
)

さ
れ
て
い
る
｡

百
足
る

槻
が
枝
は

上
つ
枝
は

｢阿
米
｣
を
覆

へ
り

中
つ
枝
は

｢阿
豆
麻
｣
を
覆

へ
り

下
つ
枝
は

｢比
醐
｣
を
覆

へ
り

そ
し
て
少
し
後
に
､
｢斯
豆
延
能
｡
延
能
宇
良
婆
波
｡
阿
理
岐
奴
能
｡
美
弊
能
古
賀
°

佐
佐
賀
世
流
｡
美
豆
多
廃
字
岐
茄
｡
宇
岐
志
阿
夫
良
､
-
-
｣
､
す
な
わ
ち
､
下
つ
枝

の
枝
先
の
葉
は
三
重
の
采
女
が
捧
げ
て
い
る
酒
盃
に
潰

っ
て
い
る
様
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
｡

こ
の
記
事
は
､
当
時
の
天
皇
の
王
土
観
が
､
ア
メ

･
ア
ヅ

マ
･
ヒ
ナ
に
大
別
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
､

*
後
の
畿
内
制
で
明
確
化
さ
れ
る
よ
う
な
､
ウ
チ
と
ソ
ト
の
概
念
が
形
成
さ
れ
つ

つ
あ
り
､
そ
れ
が
イ
コ
ー
ル
､
ア
メ
と
ヒ
ナ
で
あ
っ
た
｡

*
東
方
に
関
し
て
は
､
ア
メ
ー

ヒ
ナ
の
二
重
構
造
で
は
な
-
､
ア
メ
ー

ヒ
ナ
ー
ア

ヅ

マ
と
い
う
三
重
構
造
だ
っ
た
｡

と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
､
雄
略
朝
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
東
方
進
出
の
反
映
で
あ
り
､

そ
れ
ゆ
え
に
ア
ヅ

マ
が
重
視
さ
れ
'
持
記
さ
れ
た
も
の
と
思
う
｡
ま
た
､
古
代
に
お
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い
て
ア
ヅ
マ
の
指
す
地
域
は
大
き
-
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
､
そ
れ
は
お
そ
ら
-
東

方
進
出
の
段
階
と
､
他
地
域
に
比

べ
た
際
の
東
方
支
配
の
特
種
性
を
表
し
て
い

(16
)

よ
う
｡
つ
ま
り
､
図
1
の
よ
う
な
構
造
だ

っ
た
と
考
え
た
い
｡

阿
磨
佐
箇
屡
､
避
奈
菟
謎
廼
､
以
和
多
選
素
西
渡
､
以
嗣
箇
播
箇
柁
輔
智
､

箇
多
輔
智
爾
､
阿
禰
播
利
和
柁
嗣
､
妹
慮
務
嗣
爾
､
濠
嗣
薄
利
接
蘭
､
以
嗣
箇
播

箇
柁
輔
智
｡

此
両
首
歌
節
､
今
坂
二
夷
曲
T0

次
に
､
『記
紀
』
の
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
に
関
係
し
て
登
場
す
る
ヒ
ナ
の
例
を
見

て
み
よ
う
｡

*
『古
事
記
』
上
巻

(天
孫
降
臨
に
際
し
､
ア
マ
テ
ラ
ス
の
命
を
受
け
た
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
が
来
降
し
､

報
命
し
な
い
の
で
殺
さ
れ
る
が
､
友
の
ア
デ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
は
こ
れ
を
怒
り
､
ワ

カ
ヒ
コ
の
喪
屋
を
切
り
倒
し
た
｡
)
･･･-
此
者
在
二
美
濃
園
藍
見
河
之
河
上
1喪
山
之

者
也
｡
-
-
故
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
者
｡
盆
而
飛
去
之
時
｡
其
伊
呂
妹
｡
高
比
責

命
思
レ
顧
二
其
御
名
1.
放
歌
日
｡
阿
米
那
流
夜
｡
淑
登
多
那
婆
多
能
｡
宇
那
賀
世
流
｡

多
麻
能
美
須
麻
流
｡
美
須
麻
流
適
｡
阿
那
随
麻
波
夜
｡
美
多
適
｡
布
多
和
多
良
須
0

阿
治
志
貴
｡
多
迦
比
古
泥
能
迦
微
曽
也
｡
此
歌
者
｡
封
蝋
也
｡

*

『日
本
書
紀
』
神
代
下

･
第
九
段

･
一
書
第

一

(『記
』
と
同
様
)

-
-
其
屋
堕
而
成
レ
山
｡
此
則
美
濃
園
喪
山
是
也
｡
-
-
時
味
箱
高
彦
根
神
光
儀
華

艶
､
映
二
千
二
丘
二
谷
之
間
J｡
故
喪
合
者
歌
之
日
､
或
日
､
味
箱
高
彦
根
神
之
妹
下

照
媛
､
欲
レ
令
下
衆
人
知
中
映
二
丘
谷
｣者
､
是
味
箱
高
彦
根
神
上
｡
放
歌
之
日
､

阿
妹
奈
屡
夜
､
乙
登
多
奈
婆
多
廼
､
汗
奈
餓
勢
屡
､
多
磨
廼
爾
素
磨
屡
廼
､

阿
奈
陀
磨
波
夜
､
蘭
多
爾
､輔
柁
和
柁
羅
須
､
阿
泥
素
企
多
伽
避
顧
廟
｡

又
歌
之
日
､

ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
に
関
係
し
て
登
場
す
る
土
地
は
､
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
切

り
倒
し
た
喪
屋
が
天
か
ら
地
上
に
落
ち
て
山
に
な
っ
た
と
い
う

｢美
濃
閲

(藍
見
河

河
上
)
喪
山
｣

で
あ
る
｡
そ
こ
で
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
喪
に
集
ま
っ
た
人
々
(
『
記

』

と

『紀
』
の
別
伝
で
は
シ
タ
テ
ル
ヒ
メ
)
が
歌

っ
た
歌
を

｢夷
振

(曲
)
｣
と
称
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢美
濃
国

(藍
見
河
河
上
)
喪
山
｣

が
ヒ
ナ
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で

｢
ア
メ
ナ
ル
ヤ
-
｣
の
歌
謡
は

『記
紀
』
い
ず
れ
に
も
見
ら
れ
る
が
､

｢
ア
マ
サ
カ
ル
-
｣
は

『紀
』
の

1
書
に
の
み
見
ら
れ
る
歌
謡
で
あ
る
｡
｢
ア
メ
ナ
ル

ヤ
-
｣
は

｢
ア
マ
サ
カ
ル
-
｣
に
比
べ
､
そ
の
内
容
が
文
脈
か
ら
は
な
れ
て
い
る
｡

｢
ア
マ
サ
カ
ル
-
｣
は

『寓
葉
集
』
に
よ
-
見
ら
れ
る
形
で
あ
り
､
同
じ

″
ヒ
ナ
〟

と
い
う
こ
と
で
､
後
か
ら

｢夷
振

(曲
)
｣
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
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次
に
景
行
紀
の
ヒ
ナ
モ
リ
と
顕
宗
紀
の

｢夷
｣
で
あ
る
｡

*

『日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
十
八
年
三
月
条

十
八
年
春
三
月
､
天
皇
将
レ
向
レ
京
､
以
巡
二
狩
筑
紫
圃
｣｡
始
致
二
夷
守
一｡
是
時
､

於
二
石
瀬
河
連
l'
人
衆
衆
集
｡
於
レ
是
､
天
皇
造
望
之
､
詔
二
左
右
｣
日
､
其
集
者
何

人
也
｡
若
賊
乎
｡
乃
遣
二
見
粛
乎

弟
粛
守

l人
.令
レ
親
｡
乃
弟
粛
守

遠
来
而
諮
之

日
､
諸
麻
君
泉
嬢
､
依

レ
戯

二
大
御
食

J
､
而
其
族
合
之
｡



*

『日
本
書
紀
』
顕
宗
天
皇
二
年
八
月

(前
略
)
大
泊
瀬
天
皇
､
正
二
統
商
機

.'
臨
二
照
天
下

.｡
華
粛
欣
仰
'
天
皇
之
身

也
｡
(後
略
)

景
行
紀
の
ヒ
ナ
モ
リ
だ
が
､
そ
の
所
在
は
日
向
国
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
後
で

他
の
ヒ
ナ
モ
リ
と
併
せ
て
論
じ
た
い
｡
ま
た
､
顕
宗
紀
の

｢夷
｣
は

｢華
夷
｣
と
い

う
ま
さ
に
中
華
思
想
そ
の
も
の
で
あ
り
'
中
国
で
の
表
記
を
模
倣
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
｡

③

『寓
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
ヒ
ナ

全
部
で
二
七
例
見
ら
れ
る
｡
繁
雑
を
さ
け
る
た
め
､
表

Ⅰ
に

一
括
し
て
ま
と
め
た

の
で
､
随
時
御
参
照
願

い
た
い
｡

以
下
表
に
基
づ
き
､
個
々
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
｡

ま
ず
作
者
で
あ
る
が
､
巻
十
三
を
除
-
と
悉
-
が
作
者
を
顕
在
さ
せ
る
歌
で
あ
る
｡

そ
の
作
者
は
､
柿
本
人
麻
呂

(3
例
)
､
丹
比
笠
麻
呂

(-
)､
山
上
億
良

(-
)'
石

上
乙
麻
呂

(-
)､
笠
金
村

(-
)'
遣
新
羅
使

(-
)､
大
伴
池
主

(3
)､
大
伴
家

持

(14
)､
で
あ
り
､
こ
の
こ
と
は
､
ヒ
ナ
の
意
識
が
極
め
て
貴
族
的
な
意
識
だ

っ
た

(17
)

事
を
示

唆
し
て
い
よ
う

｡

次
に
時
期
で
あ
る
が
､
柿
本
人
麻
呂
に
関
係
す
る
四
例
と
丹
比
笠
麻
呂
の

一
例
が

持
統
･文
武
朝
で
'
巻
十
三
の
雑
歌
が
時
期
不
明
で
あ
る
以
外
は
'
み
な
神
亀
五
(七

二
八
)
年
か
ら
天
平
勝
賛
二

(七
五

〇
)年
に
集
中
し
て
い
る
｡
こ
の
点
か
ら
'
〟
ヒ

ナ
″
は
奈
良
朝
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
語
だ
が
､
中
西
進
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に

(18
)

｢
ほ
ぼ
後
期
万
葉
に
発
達
し
た
意
識
で
あ

っ
た
｣
こ
と
が
推
測
で
き
る
｡

三
番
目
に
用
字
だ
が
'
ヒ
ナ
二
十
八
例
の
う
ち
(｢
一
書
｣
も

一
例
に
数
え
て
い
る
)
､

十
二
例
が
正
訓
字
､
十
六
例
が
万
葉
仮
名
書
と
な

っ
て
い
る
｡
正
訓
字
の
場
合
に
は

必
ず

｢夷
｣
を
用
い
て
お
り
､
万
葉
仮
名
の
場
合
は

｢比
奈
｣
と
な

っ
て
い
る
｡
｢夷
｣

と

｢比
奈
｣
が
同
義
で
､
ど
ち
ら
も

″
ヒ
ナ
″
で
あ
る
こ
と
は
'

い
ず
れ
も

″
ア
マ

サ
カ
ル
″
と
い
う
枕
詞
を
持

つ
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
た
十
六
例
の
万
葉
仮
名

例
は
､
巻
五

･
巻
十
五

･
巻
十
七

･
巻
十
八
に
所
見
が
あ
る
が
､
こ
れ
ら
の
巻
は
い

ず
れ
も
全

一
巻
の
仮
名
書
き
と
い
う
規
制
を
持

っ
て
い
る
巻
で
あ
る
｡
こ
の
点
か
ら

(19
)

〟

ヒ
ナ
″
は
徹
底
的
に

｢夷
｣
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る

｡

と
こ
ろ
で

『常
葉
集
』
の
注
釈
書

･
訓
読
書
の
多
-
は
'
万
葉
仮
名
の

｢比
奈
｣

を

｢郡
｣
字
に
置
き
換
え
て
い
る
が
､
｢郡
｣
の
例
を
見
て
み
よ
う
｡

巻
五

･
八

二

一序

(大
伴
淡
等
が
梧
桐
の
日
本
琴
を
藤
原
房
前
に
贈

っ
た
の
に
対
し
'
房
前
が
報
え
て
)

-
-
脆
承
二
芳
音

｣

嘉
憧
交
深

乃
知

龍
門
之
恩
復
厚
二
蓬
身
之
上

一

替
望
殊

念

常
心
百
倍

謹
和
二
白
雲
之
什

.

以
奏
二
野
酬
之
歌

.

1居
前
謹
状

(歌

は
略
)

こ
の
場
合
の

｢部
｣
は
､
田
舎
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
に
し
て
も
､
｢夷
｣
の
時
の
よ

う
な
特
定
の
地
域
は
表
し
て
い
な
い
し
､
む
し
ろ

｢
い
や
し
い
｣
と
い
っ
た
意
の
自

卑
の
表
現
で
あ
る
｡
ま
た
､
歌
中
の
語
で
は
な
-
序
中
の
語
で
あ
り
､
当
然
枕
詞
も

つ

か

な

い

｡

巻
五

･
八
六
八
序

(筑
前
国
司
山
上
億
良
が
松
浦
に
行
き
た
い
旨
を
詠
ん
だ
歌
)

億
良
誠
憧
頓
首
謹
啓
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表 1 『寓葉集』のヒナ

29 1 持続朝 柿本人麻呂 ならやま平山を越え淡海圃大津宮を過 ぎた時に作る○石見で没 した柿本人麻呂の死を悼 倭倭嶋 天離 夷老雄有

む歌○ ト!

あかしのとl明 門周辺 I天離 】夷之長道

509880 45 丹比笠麻呂山上憶良 葛木山の雲が隠れる淡路の海上で作る.目的地の筑紫園を ｢夷之国連｣ と言っている○この時億良は筑前守であるo 葛木山美夜故 天佐我留 夷之開通阿麻社迦留 比奈

1019 6 10年 石上乙麻呂 土佐園に配流される時の歌O まつちやま又打山芳野山倭嶋(奈良夜麻)(奈良治)奈良(朝参の君) 天離 夷部ホ退

1785329136083698 9131515 神亀 5年天平 8年 笠金村(雑歌)柿本人麻呂遣新羅使 ｢大王之 御命恐美｣て越方面へ行 く時の歌o｢天皇之遣之万 ゝ｣に地方へ下る 天離 夷治ホ登夷離 国治ホ登

時の歌o [一書](天疎) (夷治茄等)

あかしもと明 門周辺○ ここから｢伊幣乃安多里｣､即ち｢安麻等思麻｣が見えるo封馬嶋湧芽浦に停泊中の歌○ヒナであつても月が照っているとするoこの時家持は越中守であるo 安麻射可流 比奈乃奈我道安麻射可流 比奈ホ毛月波-3948 17 18年 大伴家持 安麻射加流 比奈ホ月歴奴

3949 17 18年 大伴池主 この時池主は越中操であるo 安麻射加流 比奈ホ安流和礼乎

39573962 1717 18年19年 大伴家持大伴家持 この時家持 は越中守○越中へ行 く際､奈良山を越 え､泉河 (活 き河原 .駐馬)で別れたoこの時家持 は越中守o｢安思比奇能山坂古延呈｣行 くところである.この時池主は越中操o 安麻射加流 比奈乎佐米茄等安麻射加流 比奈茄久大理伎3973 17 19年 大伴池主 安麻射可流 比奈毛乎佐牟流

であ るo ∫l

越園新川郡の立山を歌ったものo 安麻射可流 圧ヒ奈ホl阿麻射可流 巨比奈票芸芸芸墓志II安麻射可流 .;比奈ホ之安礼婆

40084011 1717 19年19年 大伴池主大伴家持 この時池主は越中操o歌中､刀奈美夜麻 (砺波山)が登場する.入京近 く別離の歌0-時帰京し､ 3ケ月の京生活を経た後､再び越へ帰任後の作○越中守家持の望京歌○4019 17 20年 大伴家持 安麻射可流 ;比奈等毛之流久

4121 18 元年 大伴家持 越中守家持の望京歌○ -....--.--,:比奈京之須米婆

4214参考4154 19 2年 大伴家持 --..-..-- 夷故 国乎治等
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億
良
聞

方
岳
諸
侯

都
督
刺
史

並
依

二
典
法

1

巡

二
行
部
下

】

察

二

其
風
俗

一
意
内
多
端

口
外
難
レ
出

謹
以
二
三
首
之
都
歌

1

欲
レ
寓
二
五
蔵

之
欝
結

一

其
歌
日

(歌
は
略
)

こ
の
場
合
'
歌
を
詠
ん
だ
地
理
的
条
件

･
環
境
に
関
し
て
は
､
巻
五

･
八
八

〇
の
億

良
の
歌
に
類
似
し
て
い
る
｡
し
か
し
意
味
的
に
は
'
や
は
り

｢
い
や
し
い
｣
と
い
っ

た
意
の
自
卑
の
表
現
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
'
歌
中
の
語

で
は
な
-
序
中
の
語
で
あ
り
､
枕
詞
も
つ
い
て
い
な
い
｡

以
上
の
二
例
を
除
い
て

｢
邸
｣
は
見
出
だ
せ
な
い
｡
こ
の
点
か
ら

｢
鄭
｣
と

｢夷
｣

は
､
『常
葉
集
』
に
お
い
て
は
使

い
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
し

た
が

っ
て
､
注
釈
書

･
訓
読
書
の

｢
比
奈
｣
を

｢
邸
｣
字
に
置
き
換
え
て
い
る
用
例

は
､
平
野
邦
雄
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
｡

さ
て
四
番
目
に
'
ヒ
ナ

(｢夷
｣
｢
比
奈
｣
)
が
指
し
示
す
地
域
は
ど
こ
か
'
ヒ
ナ
は

何
に
対
し
て
の
概
念
な
の
か
､
そ
し
て
両
者
の
境
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
考
え
て

み
た
い
｡

表

Ⅰ
の

『商
業
集
』
の
ヒ
ナ
が
指
し
示
す
地
域
を
見
る
と
､
い
わ
ゆ
る
東
国
や
陸

奥

･
出
羽
は
入

っ
て
い
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
'
か
つ
て
都

の
存
在
し
た
大
津
が
ヒ
ナ

の
域
に
入

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
ヒ
ナ
の

｢夷
｣
と
エ
ミ
シ

の

｢夷
｣
は
異
な
る
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
｡

歌
中
､
ヒ
ナ
と
対
置
さ
れ
る
表
現
が
い
-
つ
か
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
表

I
に
も
示

し
た
よ
う
に
､
｢倭
｣

(-
)'
｢倭
嶋
｣

(2
)'
｢美
夜
故
｣

(-
)'
｢奈
良
｣

(-
)
で
'

す
な
わ
ち
宮
の
所
在
地
で
あ
る
｡
図

2
は
'
『常
葉
集
』
『記
紀
』
に
お
け
る
ヒ
ナ
が

指
し
示
す
地
域
を
'
園
単
位
で
図
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
う
し
た
地
域
は
､
当

然
の
こ
と
な
が
ら
､
図

2
に
は
出
て
こ
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
う
し
た
ヤ
マ
ト

･
ミ
ヤ
コ
･
ナ
ラ
か
ら
ヒ
ナ

へ
行
-
場
合
'
境
界

と
考
え
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
山
や
川
が
存
在
し
て
い
る
の
が
目
に
つ
-
｡
二
七
の

柿
本
人
麻
呂
が
'
ヒ
ナ
の
地
で
あ
る
大
津
宮
跡
に
至
る
際

｢平
山
｣
を
越
え
て
い
る

の
を
始
め
'
五

〇
九
の
丹
比
笠
麻
呂
が

｢夷
之
国
連
｣
に
向
か
う
際
'
淡
路
島
を
過

ぎ
る
辺
で
大
和
に
あ

っ
た
家
の
ほ
う
を
振
り
返

っ
た
と
こ
ろ
'
そ
こ
は
｢青
旗
乃

葛

木
山
ホ

多
奈
引
流

白
雲
隠
｣
場
所
で
あ

っ
た
.
三
九
五
七
､
三
九
六
二
㌧
三
九

七
八
㌧
四

一
五
四
の
大
伴
家
持
で
は
'
越
に
行
-
際

｢奈
良
夜
麻
｣
や

｢夜
麻
｣
｢山

坂
｣
を
越
え
て
い
る
｡
ヒ
ナ
は
出
て
こ
な
い
が
四

二

六
に
も

｢山
｣
を
越
え
る
場

面
が
あ
る
｡

一
〇
一
九
の
石
上
乙
麻
呂
は
女
性
問
題
で
土
佐
に
配
流
に
な

っ
た
が
､

そ
れ
に
対
し

″｢又
土
山
｣
(真
土
山
)
か
ら
帰

っ
て
-
れ
ば
良
い
が
″
と
し
て
い
る

点
は
'
｢
又
土
山
｣
が
罪
や
汚
れ
の
意
識
の
上
で
も
境
界
で
'
ヒ
ナ
は
罪
や
汚
れ
が
ヤ

マ
ト

･
ミ
ヤ
コ
か
ら
追
放
さ
れ
る
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡

平
野
邦
雄
氏
は

『寓
葉
集
』
の
三
二
三
八

･
三
二
三
六

･
三
二
三
七

･
三
二
四

〇

の
歌
か
ら
'
北
方
の
ヒ
ナ

へ
の
コ
ー

ス
を

｢京
よ
り
､
平
城
山
-
泉
河
-
管
木
原
-

宇
治
川
-
石
田
の
森
-
相
坂
山
-
･近
江
と
な
る
｣
と
し

｢
相
坂
山
こ
そ
､
北
方
の
ヒ

ナ

(夷
)

へ
の
境
界
で
あ

っ
た
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
の
コ
ー
ス
に
関
し
て
は
異
論
な

い

が

､
三
九
五
七
で
は
泉
河
で
別
れ
を
告
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
､
境
界
は
も

う
少
し
幅
を
持
た
せ
て
泉
河

～
相
坂
山
間
と
考
え
て
お
き
た
い
｡

平
野
氏
は
そ
の
他
'
西
方
の
ヒ
ナ
に
つ
い
て
は

｢淡
路
｣
｢明
石
大
門
｣
｢赤
石
｣

を
境
界
と
し
て
い
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
論
な
い
｡
ま
た
'
｢東
方
の
ヒ
ナ
(夷
)

に
つ
い
て
は
や
や
明
確
さ
を
欠
-
｣
と
述
べ
て
い
る
点
に
も
同
意
見
で
'
こ
れ
は
'

ヤ
マ
ト
政
権
の
進
出
方
法
が
他
地
域
と
異
な

っ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
｡
図

3
は
'
ヒ
ナ
と
ヤ
マ
ト
の
境
界
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
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Egl Zl申l己衣蛙に且()ttる空rqf一遇

北

面

内は王化の及ぶ托幽
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次
に
ヒ
ナ
の
外
縁
だ
が
'
こ
れ
も
平
野
氏
の
指
摘
の
通
り
､
ヒ
ナ
モ
リ
の
置
か
れ

た
地
域
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
次
に
ヒ
ナ
モ
リ
を
概
観
し
た
い
｡

三
､
ヒ
ナ
モ
リ
に
つ
い
て

イ
*

『延
書
式
』
巻
十

･
神
名
下

･
美
濃
国
対
九
座

[大

1
座

･
小
冊
八
座
]

厚
見
郡
三
座

[並
小
]

地
封
守
神
社

西
部
神
社

物
部
神
社

古
代
の
地
名
･駅
名
･社
名
に

｢夷
守
｣
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
｡
こ
れ
は

『和

名
類
衆
抄
』
の
訓
な
ど
か
ら
､
通
常

″
ヒ
ナ
モ
リ
″
と
訓
み
､
｢対
外
的
防
備
の
拠
点

な
い
し
は
官
名
｣
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
場
合
の

｢夷
｣
が
､
果
た
し

て

″
ヒ
ナ
″

な
の
か

″
エ
ミ
シ
″
な
の
か
と
い
う
問
題
を
含
め
､
｢夷
守
｣
の
職
掌
に

つ
い
て
は
十
分
な
論
議
が
成
さ
れ
て
い
な
い
｡
前
節
で
見
た

″
ヒ
ナ
″
の
領
域
な
ど

と
関
係
さ
せ
な
が
ら
､
次
に
考
え
て
み
た
い
｡

以
上
イ
は
美
濃
園
厚
見
郡
の
ヒ
ナ
モ
リ
で
あ
る
｡

ウ
*

『寓
葉
集
』
巻
四

･
五
六
七
番

･
左
注

(前
略
)
於
レ
是
､
大
監
大
伴
宿
祢
百
代
､
少
典
山
口
忌
寸
若
麻
呂
､
及
卿
男
家

持
等
､
相
送
二
軍
使
一､
共
致
二
夷
守
辞
家

一､
柳
飲
悲
レ
別
､
乃
作
二
此
歌
㌔

①
ヒ
ナ
モ
リ
の
例

は
じ
め
に
ヒ
ナ
モ
リ
の
例
を
列
挙
し
ょ
う
(傍
線
は
筆
者
)
｡
次
の
ア
～

工
の
四
例

が
ヒ
ナ
モ
リ
の
確
実
な
例
で
あ
る
｡

*

『延
書
式
』
巻
二
十
八

･
兵
部
省

･
諸
国
軍
俸
馬
条

ヒ
ナ
モ
リ

筑
前
閲
群
馬

[
(前
略
)
席
打
｡
夷
守

｡

美

野

各
十
五
疋
｡
(後
略
)
]

*

『和
名
須
緊
抄
』
(高
山
寺
本
)

ア
*
正
倉
院
宝
物
庸
布
墨
書
銘

(天
平
勝
賓
年
中
)

越
後
園
久
疋
郡
笥

郷
戸
主
肥
人
此
口
麻
呂
庸
布
壱
牧
口
□
□

(天
平
勝
カ
)

西
海
辞

(中
略
)
-
夷
守
-

(中
略
)
-
以
上
筑
前

以
上
り
は
筑
前
閲
の
ヒ
ナ
モ
リ
で
あ
る
｡

*

『和
名
類
衆
抄
』
郷
里
部

越
後
閲
頚
城
郡
封
苛
郷

以
上
ア
は
越
後
園
頚
城
郡
の
ヒ
ナ
モ
リ
で
あ
る
｡

エ
*

『日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
十
八
年
三
月
条

十
八
年
春
三
月
､
天
皇
将

レ
向

レ
京
､
以
巡

二
狩
筑
紫
閲

J
｡
始
致

二
夷
守

㌦

是
時
､
於

二
石
瀬
河
遺

二

人
衆
衆
集
｡
於
是
'
天
皇
造
望
之
､
詔
二
左
右
日



∴

其
集
者
何
人
也
｡
若
賊
乎
｡
乃
遣
二
見
夷
守

･
弟
夷
守
二
人

｣
令

レ
親
｡

乃
弟
粛
司

遠
来
而
諮
乃
日
'
諸
鯨
君
泉
媛
'
依
レ
戯
二
大
御
食

.'
而
其
族
合
之
｡

*

『延
書
式
』
巻
二
十
八

･
兵
部
省

･
諸
国
騨
侍
馬
条

日
向
圃
群
馬

[
(前
略
)
粛
守
｡
(中
略
)
各
五
疋
｡
]

*
『和
名
類
衆
抄
』
(高
山
寺
本
)

西
海
騨

-
-

(中
略
)
-
粛
守
-

(中
略
)
-
以
上
日
向

以
上
工
は
日
向
固
諸
県
郡
の
ヒ
ナ
モ
リ
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
ヒ
ナ
モ
リ
は
'
大
化
前
代
の
ヤ
マ
ト
政
権
時
代
の
化
内
と
化
外
の
接
点
に

置
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

大
化
以
後
ア
で
は
浮
足

･
磐
舟
柵
が
置
か
れ
'
前
線
は
北
上
し
'
イ
で
は
ア
ヅ
マ

の
さ
ら
に
先
'
す
な
わ
ち
東
海
道
'
東
山
道
の
先
に

｢陸
奥
｣
が
登
場
'
ウ
は
直
揺

海
外
に
面
し
て
い
る
の
で
変
化
な
い
が
'
工
で
は
隼
人
が
王
権
内
に
取
り
込
ま
れ
て

い
-
'
な
ど
の
変
化
が
見
ら
れ
る
｡

以
上
を
ま
と
め
た
の
が
図
5
で
､
こ
れ
が
ヒ
ナ
と
呼
ば
れ
る
地
域
と
考
え
ら

四
､
エ
ミ
シ
と
ヒ
ナ

ア
～
工
の
ヒ
ナ
モ
リ
を
地
図
に
落
と
し
て
み
た
の
が
図
4
で
あ
る
｡
前
の
ヒ
ナ
の

分
布

(図
2
)
と
比
べ
る
と
'
ヒ
ナ
と
さ
れ
て
い
た
地
域
の
い
ず
れ
も
外
縁
部
に
存

在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

(20
)

(21
)

ヒ
ナ
モ
リ
に
関
し
て
は
'
こ
れ
ま
で
桑
原
正
史
氏

･
平
野
邦
雄
氏
の
研
究
が
あ
る
｡

平
野
氏
は
ア
ー
出
羽
蝦
夷
'
イ
ー
ア
ヅ
マ
(東
)'
ウ
ー
朝
鮮
半
島
の
外
蕃
'
エ
ー
日

向

･
大
隅
隼
人
'
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
と
い
う

一
貫
し
た
性
格
を
持
ち
'
設
置
の

主
体
は
ヤ
マ
ト
で
'
大
化
前
代
の
遺
制
で
あ
る
と
し
た
｡
そ
し
て

｢-
ヒ
ナ

(夷
)

と
は
'
近
江

･
播
磨

･
伊
勢
あ
た
り
か
ら
外
方
の
世
界
で
あ
り
'
そ
の
世
界
の
極
限

は
'
ヒ
ナ
モ
リ

(夷
守
)
の
お
か
れ
た
筑
前

･
日
向

･
越
後
･
(美
濃
)
と
考
え
ら
れ

る
｡
そ
う
す
れ
ば
'
そ
の
中
間
の
世
界
が
す
べ
て
ヒ
ナ

(夷
)
と
な
る
｣
と
結
論
づ

け
た
｡

た
だ
厳
密
に
み
る
と
'
ど
れ
も
後
の
律
令
制
下
に
お
け
る
化
内
と
化
外

(蝦
夷

･

隼
人
･外
蕃
)
と
の
境
よ
り
は
や
や
ヤ
マ
ト
よ
り
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

｢夷
｣
表
記
は
中
国
で
は
華
夷
思
想
に
基
づ
-
表
記
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
か
ら

考
え
て
'
日
本
で
ヒ
ナ
と
呼
称
し
て
い
た
図
5
の
よ
う
な
地
域
に

｢夷
｣
字
を
あ
て

た
の
は
'
当
初
こ
れ
ら
の
地
域
も
化
外
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
｡
や
が
て

ヤ
マ
ト
政
権
の
権
力
拡
大
に
伴
い
'
こ
れ
ら
は
化
内
地
と
な
っ
て
い
-
0

さ
て
'
『六
国
史
』
に
お
け
る
東
北
地
方
の
化
外
民
を
表
す
用
語
と
し
て
の
｢蝦
夷
｣

｢夷
｣
表
記
を
見
る
と
'
お
よ
そ
次
の
五
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

59

A
'
｢蝦
夷
｣
表
記
使
用
期
①

B
'
｢蝦
夷
｣
表
記
使
用
期
②

C'
｢蝦
夷
｣
｢夷
｣
併
用
期
①

D
'
｢蝦
夷
｣
｢夷
｣
併
用
期
②

E
'
｢夷
｣
使
用
期

(～
神
亀
二
年
頃
)

(神
亀
二
年
頃

～
天
平
勝
宝
)

(天
平
宝
字
～
延
暦
十
年
頃
)

(延
暦
十
年
頃

～
弘
仁
二
年
)

(弘
仁
二
年

～
)

こ
の
A
～
E
の
変
化
に
'
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣
が
大
き
-
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ



る
｡
年
代
を
追

っ
て
見
て
い
-
こ
と
に
す
る
｡

ま
ず
A
の
時
期
は
､
東
北
地
方
の
化
外
民
に
対
し

｢蝦
夷
｣
表
記
が
用
い
ら
れ
て

い
る

一
方
､
『日
本
書
紀
』
以
来

｢夷
｣
は
ヒ
ナ
で
あ
り
､
図
5
の
よ
う
な
地
域
を
表

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
時
期
､
対
東
北
戦
の
た
め
の
令
外
宮
と
し
て
､
｢征

(23
)

粛
大
使
｣
｢征
夷

(大
)
将
軍
｣
(傍
線
筆
者
)
が
登
場
す
る
｡
こ
の
｢征
夷
｣
の
｢夷
｣

は
ヒ
ナ
で
は
な
-
蝦
夷
を
指
そ
う
が
'
｢征
夷
-
-
｣
は
､
お
そ
ら
-
中
国
で
の
官
職

名
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
､
｢夷
｣
と
い
う
単
独
の
表
記
で
蝦
夷
を
指

す
こ
と
は
ま
だ
な
か
っ
た
｡
東
北
で
の
実
際
の
動
き
と
し
て
は
'
国
郡
分
割
な
ら
び

(24
)

(25
)

に
柵
戸
の
移
配
が
目
立
ち
､
大
野
東
人
が
多
賀
城
を
建
造
す
る
頃
ま
で
に
あ
た
る
0

次
に
B
は
､
先
に

『常
葉
集
』
の
例
で
見
た
よ
う
に
'
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣
が

盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
｡

一
方
こ
の
時
期
の
東
北
で
は
'
｢停
囚
｣
｢停
｣

表
記
や
､
蝦
夷
と
し
て
の
｢夷
｣
を
用
い
た

｢山
夷
｣
｢
田
夷
｣
な
ど
表
記
が
現
わ
れ
､

国
家
側
と
の
接
触
な
ら
び
に
王
化
に
よ
り
､
東
北
社
会
内
部
で
の
身
分
分
化
が
進
行

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
し

｢夷
｣
表
記
単
独
で
古
代
東
北
の
人
々
-
蝦
夷

別
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
東
北
社
会
は
比
較
的
平
穏
で
､
黄
金
産
出
な
ど

(26
)

が
見
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
｡

C
期
に
な
る
と
､
東
北
地
方
の
人
々
に
対
し
､
｢夷
停
｣
｢荒
夷
｣
｢夷
性
｣
と
い
っ

(27
)

た
表
記
が
現
れ
る
｡

｢夷
停
｣
の
意
味
に
関
し
て
は
'
平
川
南
氏
の
論
文
に
詳
し
-

(28
)

(29
)

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
､
筆
者
も
同

一
見
解
を
採
る
の
で
､
詳
し
い
説
明
は
省
略
す
る

が
､
簡
単
に
言
え
ば
､
広
-

｢蝦
夷
｣
の
中
で
も
律
令
国
家
側
に
帰
降
し
内
民
化
の

プ
ロ
セ
ス
を
歩
み
始
め
た
人
々
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

｢夷
倖
｣
｢荒
夷
｣
｢夷
性
｣
の

｢夷
｣
字
は
､
蝦
夷
と
し
て
の

｢夷
｣
で
あ
る
｡
や

が
て
宝
亀
元
年
に
な
る
と

｢夷
｣
と
い
う
単
独

(熟
語
を
形
成
し
な
い
と
い
う
意
味

(30
)

で
)
の
表
記
で
蝦
夷
を
指
す
も
の
も
現
れ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
時
期
の

｢夷
｣
表
記

は
､
次
の
D
期
と
は
用
い
ら
れ
方
に
若
干
差
異
が
あ

っ
た
｡
延
暦
八
年
の

｢夷
｣
例

前
後
で

｢夷
｣
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は

一
節
で
ふ
れ
た
が
､
そ
の
時
期
が
後
述
す
る

C
期
-
D
期
の
移
行
と
合
致
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
｡

さ
て
'
こ
の
C
期
は
､
対
東
北
戦
の
た
め
の
令
外
宮
名
が
｢征
東
大
使
｣
｢征
東
(大
)

将
軍
｣
｢征
東
使
｣
(傍
線
筆
者
)
に
統

一
さ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
れ
は

『常

葉
集
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
ヒ
ナ
-

｢夷
｣
意
識
の
高
ま
り
の
反
映
が
続
い
て
い
て
､

エ
ミ
シ
ー

｢蝦
夷
｣
と
ヒ
ナ
ー

｢夷
｣
を
明
確
に
区
別
し
ょ
う
と
し
た
意
図
に
よ
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

そ
の
後
延
暦
十
二
年
を
境
に
､
再
び

｢征
夷
大
使
｣
｢征
夷

(大
)
将
軍
｣
に
な
る
｡

ま
た
'
こ
の
頃
を
境
に
史
料
に
於
け
る
古
代
東
北
の
人
々
を
指
す
表
記
と
し
て
の
｢蝦

夷
｣
と

｢夷
｣
の
使
用
比
率
が
運
転
す
る
｡
こ
の
時
期
を
D
期
と
し
た
｡

C
～
D
期
の
東
北
の
動
き
だ
が
､
C
期
の
前
半
は
､
蝦
夷
出
身
の
道
嶋
宿
頑
が
高

(31
)

(32
)

級
武
官
に
な
り
､
後
半
は
'
三
十
八
年
戦
争
の
勃
発
が
見
ら
れ
る
｡
た
だ
こ
の
時
期

の
征
討
は
停
滞
し
て
い
た
｡
D
期
は
坂
上
田
村
麻
呂
の
登
場

～
活
躍
と
ほ
ぼ

一
致
す

る
｡
征
夷
は
終
極
に
向
か
う
｡

さ
て
C
期
か
ら
D
期
の
流
れ
を
概
観
す
る
と
､

一
方
で
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣
が

見
ら
れ
な
-
な
り
､
他
方
で
蝦
夷
と
し
て
の

｢夷
｣
が

｢蝦
夷
｣
表
記
に
変
わ
っ
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

(具
体
的
に
は
､
C
期
の

｢夷
｣
-

｢
ま
つ
ろ
わ
ぬ

者
｣的
意
味
､
D
期
の
｢夷
｣
-
王
化
さ
れ
た
蝦
夷
､
の
よ
う
な
使
い
わ
け
が
あ
る
が
､

こ
れ
は
征
討
の
進
展
の
度
合
い
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
)｡
ま
た
'
官
職
名
が

｢征
粛
-
-
｣
か
ら

｢征
粛
･･･-
｣
に
移
り
変
わ
っ
て
い
る
の
も
こ
れ
に
対
応
し
て

60



い
る
｡

次
に
E
期
だ
が
､
弘
仁
二
年
を
境
に

｢蝦
夷
｣

表
記
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
-

な
り
､
｢夷
｣

に
変
わ
る
｡
こ
の
年
は
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
が
終
結
し
た
年
で
あ

り
､
律
令
国
家
側
に
と
っ
て
は
､
い
わ
ば
北
奥
を
除
い
て
と
り
あ
え
ず
化
服
が
終
了

し
た
時
点
と
み
な
し
う
る
｡
三
十
八
年
戦
争
に
よ
る
律
令
国
家
の
東
北
進
出
に
伴
い
､

そ
れ
ま
で
の
ヒ
ナ

(｢夷
｣
)

の
地
域
が
拡
大
し
､
そ
の
地
域
は
つ
い
に
北
奥
を
除
い

た
地
域
に
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
を
表
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡

五
､
｢蝦
夷
｣
表
記
成
立
の
沿
革
-
大
化
前
代
の

〝
畿
内
″
を
め
ぐ
っ
て
ー

繁
雑
な
説
明
と
な
っ
た
が
､
最
後
に
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
(図
6
参
照
)｡

エ

ミ
シ
-

｢蝦
夷
｣

と
ヒ
ナ
-

｢夷
｣
が
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
た
A
～
B
期
は
､
エ

ミ
シ
-

｢蝦
夷
｣
-
化
外
､
ヒ
ナ
-

｢夷
｣
-
化
内
と
い
う
区
別
が
存
在
し
て
い
た
｡

C
～
D
期
に
な
る
と
､

エ
ミ
シ
-

｢蝦
夷
｣
-
化
外
の
中
で

｢停
囚
｣
型
と

｢夷
｣
型

の
服
属
形
態
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
律
令
公
民
化
の
道
を
歩
み
出
す
者
も
出
て

-
る
｡
こ
の
時
点
で
エ
ミ
シ
-
｢蝦
夷
｣

-
化
外
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
-
な
る
｡

逆
に
律
令
公
民
化
の
道
を
歩
み
出
す
者
は
､
ヒ
ナ
-
｢夷
｣
-
化
内
の
中
に
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
う
し
た
中
で
､
そ
れ
ま
で
の

｢夷

(ヒ
ナ
)
｣

域

(図
5
の

よ
う
な
)
観
の
解
体
と
､
そ
れ
ま
で
の

｢蝦
夷

(
エ
ミ
シ
)
｣

域
の
解
体
が
あ
い
ま
っ

て
再
構
築
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
､

エ
ミ
シ
と
し
て
の
｢夷
｣

(

そ
れ
ま
で
の
エ
ミ
シ
の
流

れ
を
-
む
が
､
王
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
ヒ
ナ
)
と
い
う
新
し
い
概
念
が
で

き
あ
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

｢蝦
夷
｣

1

｢夷
｣

へ
の
変
化
な
ら
び
に
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣

の
消
失
を
､
以

上
の
点
か
ら
意
義
づ
け
し
て
み
た
｡

以
上
､
検
討
し
て
き
た

〟
ヒ
ナ
″

も
､
ま
た

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

な
ど
と
い
っ
た

も
の
も
､
中
央
の
豪
族

(貴
族
)
層
か
ら
見
た

″
ソ
ト
″

に
対
す
る
認
識
で
あ
る
｡

裏
を
返
せ
ば
､
そ
こ
に
は
彼
ら
が
居
住
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

″
ウ
チ
″

が
存
在
し
よ

う
｡
と
す
れ
ば
､
ヒ
ナ
･
｢蝦
夷
｣

･
｢夷
｣

な
ど
の
概
念
の
成
立
･変
遷
の
背
景
に
は
､

当
然

″
ウ
チ
″

な
る
領
域
の
形
成
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
0

『日
本
書
紀
』
大
化
二
年
正
月
甲
子
朔
条
の
い
わ
ゆ
る
改
新
詔
第
二
条
に

｢畿
内
｣

の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
､
改
新
詔
の
信
悪
性
を
含
め
､
｢畿
内
制
｣

が
い
つ
始

ま
っ
た
か
'
ま
た
の
ち
の
令
制
に
定
め
ら
れ
た

｢畿
内
｣

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

(
33

)

-
る
の
か
等
は
､
諸
説
あ
り
問
題
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
の
点
に
つ
い
て
は
､

問
題
が
拡
散
す
る
の
で
深
入
り
し
な
い
が
､
｢蝦
夷
｣

表
記
の
始
用
時
期
と
､
｢畿
内
｣

の
よ
う
な
領
域
概
念
の
成
立
は
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
は
じ
め
に
関
連
す
る
史
料

を
あ
げ
て
み
よ
う

(史
料
内
の
傍
線
は
筆
者
)
｡

61

①

『日
本
書
紀
』
崇
仁
天
皇
十
年
十
月
乙
卯
朔
条

冬
十
月
乙
卯
朔
､
詔
二
群
臣
l
日
､
今
反
者
悉
伏
レ
課
｡
観
相
無
事
｡
唯
㈲
外
荒
俗
､

騒
動
末
レ
止
｡
其
矧
過
矧
蘭
等
､
今
急
貴
之
｡

②

『日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
五
十

一
年
八
月
壬
子
条

(前
略
)
天
皇
聞
之
､
詔
二
群
卿

J
日
､
其
置

二
神
山
(三
諸
山
-
筆
者
注
)
傍

｣

之
蝦
夷
､
是
本
有

二
獣
心

J
､
難

レ
住

二
中
国

J
｡
故
随

二
其
情
願

J
､
今
班

二

邦
畿
之
外

.
｡
曇

｢観
劇
.‥.讃I
楓
.‥.耐
雪

矧
司

り.矧
矧
叫､
凡
五
園

佐
伯
部



之
租
也
｡
(後
略
)

③

『日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
四
年
二
月
甲
子
条

(前
略
)
即
知
'
五
穀
不
レ
登
'
百
姓
窮
乏
也
｡矧
観
劃
矧
､
尚
有
二
不
レ
給
者
｣｡

況
乎
観
外
謝
矧
耶
O

④

『日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条

(前
略
)
由
レ
是
､
百
済
王
臣
明
､謹
遣
二
陪
臣
怒
刷
斯
致
契
J､奉
レ
博
二
帝
国

｣
､

流
二
通
畿
内
1､
果
二
価
所
1レ
記
二
我
法
東
流
1｡
(後
略
)

①
で
は
､
朝
廷
の
支
配
が
及
ば
な
い

｢海
外
｣

に
対
し
て
､
｢畿
内
｣

が
朝
廷
の
支

配
領
域
を
漠
然
と
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た

｢海
外
｣

に
は

｢
四

道
｣

(

｢
四
道
｣

は
同
年
九
月
甲
午
条
か
ら

｢北
陸
｣

｢東
海
｣

｢西
道
｣

｢丹
波
｣

と
わ

か
る
｡
ま
た

『古
事
記
』
で
は

｢東
方
十
二
道
｣

と
な
っ
て
い
る
｡
)
が
存
在
し
て
い

る
｡②

で
は
'
天
皇

･
群
卿
の
居
住
し
て
い
る

｢中
開
｣

や

｢邦
畿
｣

に
対
し
て

｢邦

畿
之
外
し

が
あ
り
｡
後
者
は

｢蝦
夷
｣

が
居
住
を
希
望
す
る
地
域
で
あ
り
､
の
ち
の

播
磨

･
讃
岐

･
伊
務

･
安
牽

･
阿
波
に
あ
た
る
地
域
を
指
し
て
い
る
｡

③
は
､
天
皇
の
仁
徳
を
示
す
説
話
の
中
の
一
節
で
､
｢邦
畿
之
内
｣

に
対
し
て
｢畿

外
諸
国
｣

が
示
さ
れ
て
い
る
｡
長
山
泰
孝
氏
は

｢聖
王
伝
説
と
い
う
こ
の
記
事
の
性

格
か
ら
み
て
､
た
ん
な
る
文
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
｣

(34
)

と
し
て
い

る

｡

④
は
､
百
済
の
聖
明
王
の
上
表
文
で
あ
る
が
'
｢帝
国
｣
と

｢畿
内
｣
が
同
義
に
用

い
ら
れ
て
お
り
､
共
に
日
本
を
指
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
う
し
た

｢畿
内
｣

｢中
国
｣

｢邦
畿
｣

｢王
畿
｣

な
ど
に
対
し
､
『日

本
書
紀
』
の
古
訓
が
す
べ
て

｢
ウ
チ
ッ
ク
ニ
｣

と
呼
ん
で
い
る
点
か
ら
､
大
津
透
氏

は

｢大
化
を
遡
る
か
な
り
前
か
ら
ウ
チ
ッ
ク
二
と
そ
の
外

(ー
ツ
ク
ニ
-
筆
者
注
)

と
い
う
区
別
が
存
在
し
て
い
た
｣

と
し
､
ウ
チ
ッ
ク
こ
の
範
囲
に
つ
い
て
'
①
と
②

の
史
料
か
ら

｢ほ
ぼ
後
世
の
畿
内
と
同
じ
地
域
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｣､
｢そ
の
具
体

的
な
記
述
が
､
大
化
改
新
詔
に
見
ら
れ
る
四
至
畿
内
制
の
形
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

(35
)

か
と
思
う
｣

と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
中
村
英
重
氏
は
､
王
土
観
念
､
宗
教
性
か
ら
み

て
畿
内

(ウ
チ
ッ
ク
ニ
)
を
､
畿
外

(ト
ツ
ク
ニ
)
と
区
別
す
る
考
え
方
が
大
化
前

(36
)

代
か
ら
存
在
し
た
と
す
る
｡

こ
れ
ら
の
見
解
は
'
｢従
来
大
化
改
新
詔
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
論
議
さ
れ
て
い
た
観

の
あ
る

｢畿
内
制
｣

の
制
度
的
実
体
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
た
ほ
か
､
律
令
国
家
に
移
行

す
る
前
段
階
の
国
家
体
制
と
し
て
､
支
配
の
二
重
構
造
を
想
定
し
て
い
る
｣

点
で

一

つ
の
評
価
が
で
き
よ
う
｡
し
か
し
､
西
本
昌
弘
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
前
述
の
史

料
は
ど
れ
も
日
本
書
紀
編
者
の
文
飾
と
考
え
ら
れ
､
年
代
を
考
え
る
に
し
て
も
､
史

料
批
判
が
必
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
ま
た
こ
れ
ら
か
ら
で
は
､
｢畿
内
｣

が
､

律
令
制
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
京
師
周
辺
の
特
別
行
政
地
域
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

(37
)

い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
た
め
､
の
ち
の
畿
内
制
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
0

こ
の
ほ
か
､
相
嘗
祭

･
新
嘗
祭
の
祭
紀
慣
行
か
ら
七
世
紀
以
前
の
畿
内
国
を
検
討

(38
)

し
た
菊
池
康
明
氏
や
四
方
国
制
の
検
討
か
ら
六
世
紀
前
半
に
初
源
的
な
王
畿
を
想
定

(39
)

し
た
前
田
晴
人
氏
ら
が
､
大
化
前
代
の
畿
内
を
模
索
し
て
い
る

(こ
れ
に
対
し
て
は

批
判
的
な
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
)｡
ま
た
､
平
野
邦
雄
氏
は
､
前
述
し
た
よ
う
な
ヒ

ナ
の
検
討
か
ら
､
律
令
制
の
畿
内
と
大
化
の
″畿
内
国
″
と
は
原
理
が
ち
が
い
､
｢大

62
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化
の
そ
れ

(畿
内
国
)
は
-
-
律
令
制
的
国
制
が
設
け
ら
れ
る
以
前
の
制
度
-
-
で

あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
が
ヒ
ナ
(夷
)
の
概
念
に
も

一
致
す
る
と
す
れ
ば
､
ヒ
ナ
(夷
)

の
概
念
そ
の
も
の
も
､
大
化
前
代
か
ら
の
伝
統
的
な
観
念
に
よ
る
も
の
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
｡
そ
れ
ら

(大
化
の

″畿
内
国
″
･
ヒ
ナ
の
概
念
)
は
と
も
に
､
国
制
以
前
の

(40
)

ヤ
マ
ト

(倭
)
を
中
心
と
す
る
概
念
と
い
え
よ
う
｣

と
し
て
い
る

(
(
)
内
は
筆
者
)0

以
上
の
見
解
か
ら
結
論
的
な
こ
と
を
導
き
出
す
と
す
れ
ば
､
大
化
前
代
に
お
い
て

既
に
､
ヤ
マ
ト
を
中
心
と
し
た
ウ
チ
と
ソ
ト
の
概
念
が
で
き
あ
が
り
つ
つ
あ

っ
た
点

は
認
め
て
よ
か
ろ
う
｡
た
だ
し
こ
こ
で
確
認
し
て
お
-
べ
き
重
要
な
点
は
､
西
本
昌

弘
氏
の
指
摘
す
る

｢単
な
る
畿
内
地
域
の
ま
と
ま
り
は
決
し
て
畿
内
制
で
は
な
い
｣
､

｢畿
内
制
と
は
天
子
を
中
心
と
す
る
礼
秩
序
に
も
と
づ
-
国
土
区
分
の

1
種
で
あ

っ

て
､
こ
れ
に
は
爵
に
よ
る
官
僚

･
人
民
の
身
分
秩
序
化
お
よ
び
そ
の
身
分
秩
序
の
確

認
の
場
た
る
種
々
の
儀
礼
の
成
立
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
｡
従

っ
て
､
こ
れ
ら
が

(
41
)

成
立
し
て
は
じ
め
て
畿
内
制
と
称
し
う
る
の
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
こ
と
で
あ

る

｡

つ
ま

り
､
制
度
と
し
て
の
畿
内
制
は
や
は
り
大
化
以
後
に
成
立
し
､
そ
れ
も
段
階
を
経
て

確
立
し
て
い
-
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
で
最
初
の
問
題
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
､
｢蝦
夷
｣

表
記
の
始
用
､
さ
ら
に
絞

っ

て

″実
録
″
性
の
あ
る
蝦
夷
関
係
記
事
の
始
用
と
､
制
度
と
し
て
の
畿
内
制
の
成
立

時
期
は
､
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
と
言
え
る
｡
漠
然
と
し
た
ウ
チ
と
ソ
ト
が
大
化
前
代

に
お
い
て
既
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢蝦
夷
｣

表
記
が
登
場
し
て

い
な
い
こ
と
は
､
視
点
を
変
え
れ
ば
､
｢蝦
夷
｣

は

｢畿
内
｣

に
相
対
す
る
形
で
成
立

し
た
こ
と
の
傍
証
に
も
な
ろ
う
｡
そ
し
て
平
野
氏
が
言
う
よ
う
に
､
ヒ
ナ

(夷
)
の

概
念
が
､
大
化
前
代
か
ら
の
伝
統
的
な
観
念
に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
､
前
述
し

た
よ
う
に
､
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣

と
エ
ミ
シ
と
し
て
の

｢夷
｣

が
明
確
に
区
別
さ

れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
の
ヒ
ナ
は
ソ
ト
と
は
言
え
､
後
に
は
化
内
の
也

で
あ
る
｡
｢畿
内
｣

の
周
縁
に
あ
た
る
地
域
が
､
天
皇
の
后
妃
･夫
人
等
の
出
身
地
蟻

や
歴
代
天
皇
の
動
向
と
深
-
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
､
早
川
万
年
氏
の
指
摘

(42
)

に
も
あ
る
が
(図
7
･
8
参
照
)､
こ
の
地
域
が
ヒ
ナ
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
こ
と
は
､

ヒ
ナ
が
卑
賎
祝
さ
れ
る
地
域
で
は
な
い
ば
か
り
か
､
王
権
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て

い
た
こ
と
を
示
そ
う
｡
｢蝦
夷
｣

は
そ
う
し
た
地
域
の
さ
ら
に
ソ
ト
の
概
念
と
し
て
､

(4

3
)(4

4
)

始
用
時
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
の

で

あ

る

｡

64

む
す
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
と
も
す
る
と
同

一
視
さ
れ
が
ち
だ

っ
た

｢蝦
夷
｣

と

｢夷
｣

を
区
別
し

て
考
え
る
こ
と
や
､
｢夷
｣

に
は
ヒ
ナ
と
エ
ミ
シ
の
二
面
性
が
あ
る
こ
と
､
な
ど
に
留



意
し
な
が
ら
､
｢蝦
夷
｣

表
記
な
ら
び
に
｢夷
｣

表
記
の
指
し
示
す
対
象
と
そ
の
変
遷
､

さ
ら
に

｢蝦
夷
｣

1

｢夷
｣

へ
の
変
化
､
ヒ
ナ
と
し
て
の

｢夷
｣

の
消
失
な
ど
を
見

て
き
た
｡
数
少
な
い
蝦
夷
関
係
史
料
も
､
表
記

･
呼
称
の
綿
密
な
分
析
と
い
う
方
演

を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
今
後
さ
ら
に
新
た
な
事
実
を
我
々
に
も
た
ら
し
て
-
れ
そ

う
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
史
料
的
根
拠
の
無
い
想
像
の
域
で
恐
縮
だ
が
､

一
つ
だ
け
述
べ
て
お

き
た
い
｡
戦
後
言
わ
れ
続
け
て
久
し
い
〟

蝦
夷
の
社
会
の
解
明
″
-
換
言
す
る
な
ら
ば

｢蝦
夷
じ
し
ん
の
歴
史
｣

の
解
明
-
を
残
さ
れ
た
文
献
史
料
か
ら
行
う
こ
と
は
､
現

実
的
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
｡

例
え
ば
､
本
稿
で
取
り
扱

っ
て
き
た

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

表
記
は
あ
-
ま
で
律
令

体
制
下
に
い
る
者
か
ら
見
た
認
識
で
あ
り
､
古
代
の
東
北
社
会
の
複
雑
性
や
社
会
構

造
を
知
る
手
掛
か
り
に
こ
そ
な
れ
､
直
接
､
東
北
社
会
そ
の
も
の
を
表
す
こ
と
に
は

な
ら
な
い
点
は
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
律
令
体
制
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
､

東
北
社
会
に
於
け
る
わ
ず
か
な
変
化
で
も

｢
王
化
｣

の
傍
証
と
し
て
過
大
評
価
す
る

こ
と
も
あ
ろ
う
｡
律
令
国
家
的
な
氏
姓
･
官
衛
･
城
柵
･
そ
し
て

｢王
化
｣

の
記
事
･

｢征
夷
｣

戦
争
な
ど
も
､
も
し
か
し
た
ら
東
北
社
会
の

一
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
｡
実
際
の
東
北
社
会
で
は
､
史
料
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
変
化
が
表
向
き
に
は
あ

っ
て
も
､
そ
れ
と
は
裏
腹
に
､
伝
統
的
な
生
業
･風
俗
･

言
語
な
ど
を
保
持
し
続
け
た
可
能
性
は
な
か
ろ
う
か
｡

恥
ず
か
し
な
が
ら
､
教
師
と
い
う
職
に
つ
い
て
初
め
て
､

一
面
的

･
一
方
向
的
な

視
点
で
歴
史
を
考
え
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
実
感
し
た
｡
歴
史
は
支
配
者

･
強
者
だ

け
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡
■蝦
夷
が
主
人
公
の
､
蝦
夷
の
視
点
で
見
た
歴
史
も
あ

っ
て

(45
)

当
然
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
歴
史
学
者
は
､
例
え
ば
本
多
公
栄
氏
を
は
じ
め
と
し
た

(46
)

歴
史
教
育
者
協
議
会
の
方
々
の
教
育
実
践
や
､
佐
々
木
利
和
氏
の
問
題
提
起
に
も
冒

を
開
い
て
ゆ
き
､
も
う

一
度
原
点
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

(47
)

そ
う
し
た
中
､
近
年
の
工
藤
雅
樹
氏
の

一
連
の
仕
事
は
､
考
古
学

･
地
名
研
究
か

ら
比
較
文
化
史

･
民
族
学
な
ど
様
々
な
関
連
学
問
の
成
果
を
援
用
し
て
､
古
代
東
北

(48
)

社
会
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
点
で
､
特
筆
す
べ
き
も
の
と
思
う
｡
確
か
に
方
法

論
的
に
ま
だ
問
題
が
あ
る
と
思
う
が
､
限
ら
れ
た
文
献
史
料
研
究
の
限
界
を
越
え
る

た
め
の
試
論
と
し
て
､
我
々
は
多
-
の
こ
と
を
学
ぶ
｡

九
〇
年
代
の
蝦
夷
研
究
が
､
よ
り
深
み
を
増
し
た
新
た
な
段
階
に
入
っ
て
い
-
た

め
の
､
筆
者
な
り
の
さ
さ
や
か
な
問
題
提
起
で
あ
る
｡

な
お

｢夷
｣

に
関
連
し
て
､
北
海
道
大
学
構
内
の
サ
ク
シ
ュ
コ
ト
二
川
遺
跡
を
は

じ
め
と
し
て
数
例
発
見
さ
れ
て
い
る

｢六
｣

と
い
う
箆
書

(墨
書
)
土
器
の
字
だ
が
､

｢夷
｣

と
い
う
解
釈
が

一
般
的
に
な
っ
て
い
る
昨
今
､
筆
者
は
も
う

一
度
詳
細
な
検

討
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
｡
若
干
の
考
察
を
別
稿

(｢箆

(墨
)
書
土
器

｢六
｣

字

(49
)

の
考
察
し
)
で
行

っ
た
の
で
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

次
回

(第
≡
回
)
で
は
､
10
世
紀
以
降
に
お
け
る

｢蝦
夷
｣

｢夷
｣

表
記
な
ら
び
に

｢停
囚
｣

表
記
の
変
遷
と
意
味
に
つ
い
て
概
観
し
､
展
望
を
述
べ
て
み
た
い
｡
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証
(-
)
荒
木
陽

一
郎

｢蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題
-
第

一
回

研
究
史

と
課
題
-
｣
(『弘
前
大
学
国
史
研
究
』
八
七
㌧

一
九
八
九
-
一
〇
)

(2
)
『日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
六
年
五
月
是
月
条

-
-
又
阿
倍
引
田
臣
O
[開
名
.
]
厭
.=.魂
五
十
除
｡
･･･-

(傍
線
筆
者
)

た
だ
､
鈴
鹿
氏
所
蔵
中
臣
連
重
本
引
用
イ
本
お
よ
び

『日
本
紀
略
』
で
は
'

傍
線
箇
所
が

｢蝦
夷
｣

と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
こ
の
記
事
は
'
阿
倍
氏
の
家

記
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
'
本
来
斉
明
天
皇
六
年
三
月
条
に
つ
づ
く
も
の

で
､
｢夷
｣

は

｢粛
慎
｣

を
指
す
､
と
す
る
説
も
あ
る

(熊
谷
公
男

｢阿
倍
比

羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
L

t
高
橋
富
雄
編
『東
北
古
代
史
の
研

究
』
所
収
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
六
-
一
〇
)

な
お
､
『同
』
天
智
天
皇
七
年
七
月
条
に
も

-
-
又
饗
.‥.兎
｡
-
･･･
(傍
線
筆
者
)

の
よ
う
に

｢夷
｣

が
見
ら
れ
る
が
'
前
後
が
違

っ
た
内
容
で
'
こ
の
部
分
は

完
全
に
独
立
し
て
い
る
た
め
､
記
事
の
信
悪
性
が
疑
わ
し
い
｡
こ
の
箇
所
は
'

鈴
鹿
氏
所
蔵
中
臣
連
重
本
'
宮
内
廉
書
陵
部
所
蔵
水
戸
光
開
校
合
本
'
宮
内

廉
書
陵
部
所
蔵
伴
信
友
校
合
本
引
用
京
本
で
は

｢蝦
夷
｣

と
な
っ
て
い
る
0

(3
)
『続
日
本
紀
』
養
老
四
年
九
月
戊
寅
条

(4
)
〔A1
-
征
夷
大
使
､
朋
-
征
夷

(大
)
将
軍
t

Bl
-
征
東
大
使
､

EBI征
東

(大
)
将
軍
'
郎
-
征
東
使
t

cl-
持
節
大
使

(持
節
大
将
軍
)〕

延 天 宝 天 神 養
暦 応 亀 平 亀 老

一 一 一 一 八 七 三 二 元 一 九 二 元 五 四
一 〇

七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七
九 九 九 九 八 八 八 八 八 八 三 二 二 二 二
四 三 二 一 九 八 四 三 一 〇七 五 四 一 〇●● ●A1

-● ●●●A2●●●● B1●●●● B2●●●● B2● B3
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宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
編

『宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
資
料

Ⅰ
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
(
一
九
七
九
-
≡
)所
収
の
表
に
加
筆
し
て
作
成
し
た
｡

(5
)
平
野
邦
雄

｢古
代
ヤ
マ
ト
の
世
界
観
-

ヒ
ナ

(夷
)
･
ヒ
ナ
モ
リ

(夷
守
)
の

概
念
を
通
じ
て
｣

(

東
京
女
子
大
学
読
史
会
『史
論
』
三
九
㌧
一
九
八
六
-
≡
)､

同

｢
い
ま
歴
史
学
か
ら
<
古
代
>
を
見
る
｣

(

『国
文
学

･
解
釈
と
教
材
の
研

究
』
三
二
-
二
㌧

一
九
八
七
-
二
)'
同

｢
ヤ
マ
ト
か
ら
見
た

｢東
国
｣

と
は

何
か
｣

(

『季
刊
･明
日
香
風
』
二
一
'

一
九
八
七
-
一
)｡
以
下
'
平
野
氏
の



所
論
は
こ
の
三
論
文
に
よ
る
｡
引
用
は
､
特
に

｢古
代
ヤ
マ
ト
の
世
界
観
｣

に
よ
っ
た
｡

(6
)
『大
日
本
古
文
書
』
二
十
五
､
八
八
貢

(7
)
平
野
卓
治

｢日
本
古
代
に
お
け
る
位
階
と

｢蝦
夷
L
L

(

『EEI学
院
大
学
大
学
院

紀
要
』
文
学
研
究
科
第
十
八
韓
､

1
九
八
七
-
≡
)

(8
)
平
野
卓
治

｢日
本
古
代
に
お
け
る
位
階
と

｢蝦
夷
L
L

(

前
掲
註

(7
))

(9
)
熊
田
亮
介

｢蝦
夷
と
蝦
秋
｣

(

高
橋
富
雄
編

『東
北
古
代
史
の
研
究
』､
吉
川

弘
文
館
､

一
九
八
六
-
一
〇
)

(10
)
｢夷
停
｣

の
解
釈
に
関
す
る
研
究
史
は
前
回

(前
掲
註

(-
)
)
述
べ
た
｡

(11
)
星
野
良
作

｢邪
馬
台
国
｣

(

黛
弘
道
監
修

『日
本
史
講
座
･日
本
史
古
代

(上
)』

第

一
章
､
日
本
放
送
協
会
学
園
､

一
九
八
六
-
一
〇
)

(12
)
武
光
誠
編

『邪
馬
台
国
辞
典
』
(同
成
社
､

一
九
八
六
-

二
)

｢
ひ
な
も
り
｣

の
項
｡

(13
)
坂
本
太
郎

｢魂
志
倭
人
伝
雑
考
｣
(古
代
史
談
話
会
編

『邪
馬
台
国
』
所
収
､

朝
倉
書
店
'

1
九
五
四
)

(14
)
角
林
文
雄

｢統

一
国
家
形
成
期
に
お
け
る
宗
像
｣
(『日
本
古
代

･
中
世
史
研

究
と
資
料
』
六
､
上
智
大
学
文
学
部
平
田
研
究
室
内
史
秋
会
編
､
一
九
八
九
-

二

一)

(15
)
以
下
の
解
釈
文
は
､
武
田
祐
吉
訳
注
､
中
村
啓
信
補
訂

･
解
説

『新
訂

古

事
記
』
(角
川
文
庫
､

一
九
七
七
-
八
)
を
参
考
に
し
た
｡

(16
)
ア
ヅ
マ
の
指
す
地
域
に
は
､
ィ
､
伊
賀

･
美
濃
以
東
､
ロ
､
遠
江

･
信
濃
以

東
､
ハ
､
足
柄

･
碓
氷
以
東
､
の
三
通
り
あ
る
点
は
諸
説

1
致
し
て
い
る
｡

た
だ

､
イ
～

ハ
の
概
念
の
成
立
順
序
に
関
し
て
は
､
イ
ー
ロ
ー
ハ
と
す
る
説

(黛
弘
道

『上
毛
野
国
と
大
和
政
権
』'
上
毛
新
聞
社
､

一
九
八
五

二

二
)

と
ハ
ー
ロ
ー
イ
と
す
る
説

(平
野
邦
雄

｢
ヤ
マ
ト
か
ら
見
た

｢東
国
｣

と
は

何
か
｣
-

前
掲
註

(5
)
-
他
)
で
意
見
が
わ
か
れ
て
い
る
｡

(17
)
中
西
進

｢夷
｣

(

同

『万
葉
史
の
研
究
』
十
､
都
と
み
や
び

第
二
章
､
桜
楓

社
､

1
九
六
六
-
七
)

(18
)
中
西
進

｢夷
｣

(

前
掲
註

(17
))

(19
)
中
西
進
｢夷
｣

(

前
掲
註
(17
))
､
お
よ
び
､
大
津
透
｢万
葉
人
の
歴
史
空
間
｣

(『韓
語
と
国
文
学
』
六
三
-
四
､

1
九
八
六
-
四
)

(20
)
桑
原
正
史

｢夷
守
に
関
す
る
覚
書
-
越
佐
古
代
史
研
究
の
一
環
と
し
て
-

｣

(山
田
英
雄
先
生
退
官
記
念
会
編

『政
治
社
会
史
論
叢
』
近
藤
出
版
社
､
一

九
八
六
-
≡

)

｡
桑
原
氏
は

『類
衆
国
史
』
巻
百
九
十

･
承
和
五

(八
三
八
)

年
三
月
丙
子
条
の

｢授
勲
二
等
夷
守
志
為
奈
'
深
江
牧
子
等
外
従
五
位
下
､

以
有
勲
功
也
｣

を
､
｢
ヒ
ナ
モ
リ
が
氏
姓
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｣

例
と
し

て
い
る
が
､
筆
者
は

｢夷

(デ
ア
ル
ト
コ
ロ
ノ
)
守
志
為
奈

(四
字
の
名
)
｣

と
考
え
､
ヒ
ナ
モ
リ
の
例
か
ら
除
外
し
た
｡

(21
)
平
野
邦
雄

｢古
代
ヤ
マ
ト
の
世
界
観
｣

(

前
掲
註

(5
))

(22
)
ヒ
ナ
と
関
わ
る
可
能
性
の
あ
る
点
で
若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
｡

図
9
は

『延
書
式
』
巻
二
十
六

･
主
税
上

･
諸
EEI出
撃
正
税
公
廟
難
稲
条
に

見
ら
れ
る
､
停
囚
料

･
夷
停
料
を
計
上
し
て
い
る
諸
国
の
分
布
で
あ
る
｡

ま
ず
､
停
囚
料
の
計
上
が
畿
内
に
全
-
な
い
こ
と
に
気
が
つ
こ
う
｡
そ
れ

以
外
に
停
囚
料
の
計
上
が
な
い
の
は
､
中
国

･
下
図
に
比
較
的
多
-
見
ら
れ

る
｡
逆
に
､
停
囚
料
の
多
さ
か
ら
見
る
と
､
停
囚
が
重
点
的
に
移
配
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
は
､
近
江

･
播
磨

･
下
野
･
常
陸

･
筑
前

･
肥
後
で
あ
る
0
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近
江

･
播
磨
は
実
際
､
移
配
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
蝦
夷
の
記
事
が
散
見
す
る

し

〔『日
本
後
紀
』
延
暦
二
四

(八
〇
五
)
年
三
月
乙
亥
条
､
十
月
戊
午
条
､

弘
仁
六

(八

一
五
)
年
正
月
丁
亥
条
､
『文
徳
実
録
』
天
安
二

(八
五
八
)
午

五
月
己
卯
条
'
『三
代
実
録
』
貞
観
八

(八
六
六
)
年
E
I月
十

一
日
条
､
『同
』

十

一
月
十
日
条
､
『同
』
九
年
正
月
八
日
条
な
ど
｡
特
に
天
安
二
年
と
貞
観
八

年
か
ら
は
､
近
江
･播
磨
両
国
に

｢夷
長
｣

｢夷
停
長
｣

が
設
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
｡
｢夷
長
｣
｢夷
停
長
｣

は
移
配
さ
れ
た
蝦
夷
集
団
の
統
率
者

と
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
の
こ
と
か
ら
も
特
に
近
江

･
播
磨
両
国
に

｢停
囚
｣

が
多
-
､
ま
た
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
〕
'
特
に
近
江
園

停
囚
は
平
安
中
期
以
降
､
朝
廷
の
節
会
な
ど
の
行
事
に
半
ば
恒
常
的
に
参
列

し
て
い
た

(弓
野
正
武

｢
『停
囚
見
参
』
考
｣､
『古
代
文
化
』
三
三
-
五
､

一

九
八

一
-
五
な
ど
｡
次
回
第
三
回
で
若
干
ふ
れ
る
予
定
)｡
平
川
南
氏
は
､
隼

人
の
移
配
地
が
山
背

･
大
和
な
ど
畿
内
を
中
心
と
す
る
の
に
対
し
､
停
囚
移

配
地
が
そ
の
外
側
で
あ
る
点
か
ら
､
移
配
の
目
的
を

｢朝
儀
に
お
い
て
､
服

属
儀
礼
を
も
っ
て
奉
ず
る
蝦
夷
の
人
員
確
保
｣

と
見
て
い
る

(｢停
囚
と
夷

停
｣
､
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編

『日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
所
収
､

吉
川
弘
文
館
'

一
九
八
七
-
二
)0

こ
こ
で
分
布
を
見
る
と
､
今
見
て
き
た
ヒ
ナ
と
さ
れ
た
地
域

(た
だ
し
東

国
も
含
む
)
に
ほ
ぼ
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
よ
う
｡
そ

し
て
停
囚
料
が
多
-
計
上
さ
れ
て
い
る
の
が
､
ヒ
ナ
と
畿
内
の
接
点
で
あ
る

近
江

･
播
磨
や
､
奈
良
時
代
以
前
に
ヒ
ナ
と
化
外
地
と
の
接
点
で
あ
っ
た
下

野

･
常
陸

･
筑
前

･
肥
後
で
あ
る
｡
ま
た
､
三
重
の
同
心
円
構
造

(図
1
参

照
)
を
持
つ
東
方
で
は
､
ア
ヅ

マ
と
の
境
で
あ
る
甲
斐
に
も
多
-
の
停
囚
料

が
計
上
さ
れ
て
い
る
｡
あ
-
ま
で
推
測
の
域
だ
が
､
停
囚
の
移
配
先
は
ヒ
ナ

と
さ
れ
た
地
域
に
関
わ
り
を
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

(23
)
｢征
夷
大
使
｣

の
初
見
は
､
『続
日
本
紀
』
神
亀
元

(七
二
四
)
年
十

一
月
乙

酉
条
｡
｢征
夷

(大
)
将
軍
｣
の
初
見
は

『同
』
養
老
四

(七
二
〇
)
牛
九
月

戊
寅
条

(24
)
年
紀
を
追

っ
て
概
略
を
ま
と
め
る
と
､
次
の
通
り
で
あ
る

(新
野
直
吉

『古

代
東
北
史
の
基
本
的
研
究
』
'
角
川
書
店
､
一
九
八
六
-
七
､
の
年
表
を
参
考

に
し
た
)

和
銅
元

(七
〇
八
)
年

越
後
国
に
出
羽
郡
建
郡

五

(七

二

一)
年

出
羽
国
設
置
､
最
上

･
置
賜
二
郡
を
陸
奥
か
ら

割
譲
し
出
羽
に
付
す

七

(七

一
四
)
年

尾
張

･
上
野

･
信
濃

･
越
後
の
国
民
二
百
戸
を

出
羽
柵
戸
と
す
る

霊
亀
元

(七

一
五
)
年

相
模

･
武
蔵

･
上
野

･
下
野

･
上
総

･
常
陸
の

民

一
千
戸
を
陸
奥
に
配
置

二

(七

一
六
)
年

出
羽
国
に
最
上

･
置
賜
二
郡
併
合
完
了
｡
四
百

戸
移
民
を
決
め
る

養
老
元

(七

一
七
)
年

上
野

･
信
濃

･
越
前

･
越
後
の
百
姓
各
百
戸
を

出
羽
柵
戸
と
す
る

68

二

(七

一
八
)
年

三

(七

一
九
)
年

陸
奥
国
か
ら
石
城

･
石
背
の
両
国
を
分
立

東
海

･
東
山

･
北
陸
の
民
二
百
戸
を
出
羽
柵
戸

と
す
る

五

(七
二

一
)
年

陸
奥
国
の
柴
田
郡
か
ら
刈
田
郡
を
分
置



六

(七
二
二
)
年

諸
国
か
ら
柵
戸

一
千
人
を
陸
奥
国
鎮
所
に
配
属

(25
)
神
亀
元

(七
二
四
)
年
､
大
野
東
人
､
多
賀
城
を
建
造

(多
賀
城
碑
に
よ
る
)

(

26
)

『続
日
本
紀
』
天
平
二

一

(七
四
九
)
年
二
月
丁
巳
条

(27
)
｢夷
停
｣

｢夷
性
｣

の
初
見
は

『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二

(七
五
八
)
年
六

月
辛
亥
条
､
｢荒
夷
｣

は

『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四

(七
六
〇
)
年
正
月
丙

寅
条

(28
)
平
川
南

｢倖
囚
と
夷
停
｣

(

前
掲
註

(22
)
)

(29
)前
回
の
研
究
史
整
理

(前
掲
註

(-
))
を
参
照

(30
)
『続
日
本
紀
』
宝
亀
元

(七
七

〇
)
年
夏
四
月
突
巳
朔
条

(
31
)
天
平
勝
宝
五

(七
五
三
)
年
､
丸
子
氏
､
牡
鹿
連
の
姓
を
受
け
る
｡

天
平
宝
字
八

(七
六
四
)
年
'
牡
鹿
連
嶋
足
'
宿
繭
に
改
姓
｡

天
平
神
護
元

(七
六
五
)
年
､
牡
鹿
宿
禰
嶋
足
､
近
衛
員
外
中
将
と
な
る
｡

こ
の
後

一
両
年
の
間
に
道
嶋
宿
繭
と
改
氏
姓
す
る
｡

(32
)
宝
亀
五

(七
七
四
)
年
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
(高
橋
崇

『蝦
夷
』
(中

公
新
書
八
〇
四
､
中
央
公
論
社
､

一
九
八
六
-
五
)
な
ど
参
照
)

(33
)
最
近
の
研
究
で
は
､
西
本
昌
弘

｢畿
内
制
の
基
礎
的
考
察
-
日
本
に
お
け
る

礼
制
の
受
容
-

｣､
(『史
学
雑
誌
』
九
三
-

一
､

一
九
八
四
-

一
)､
門
脇
禎

二

｢大
化

｢改
新
｣

詔
の

｢畿
内
｣

に
つ
い
て
｣

(

『東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

五
〇
号
記
念
特
大
号
､

一
九
八
七
-

一
)
に
研
究
史
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡

(34
)
長
山
泰
孝

｢改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立

(上
)

｣

(

『続
日
本
紀
研
究
』
二
〇
九
､

一
九
八
〇
-
六
)

(35
)
大
津
透

｢律
令
国
家
と
畿
内
-
古
代
国
家
の
支
配
構
造
-

｣

(
『
日
本
書
紀
研

究
』

二
二
､

一
九
八
五
-
≡
)

(36
)
中
村
英
重

｢畿
内
制
と
境
界
祭
杷
｣

(

『史
流
』
二
五
､

一
九
八
三
)

(37
)
西
本
昌
弘

｢畿
内
制
の
基
礎
的
考
察
-
日
本
に
お
け
る
礼
制
の
受
容
I

L

(

前

掲
註

(33
)
)

(38
)
菊
池
康
明

｢悠
紀

･
主
基
考
｣

(

『日
本
歴
史
』
二
九

一
､

一
九
七
二
-
八
)

(39
)
前
田
暗
人

｢四
方
国
｣

制
の
実
態
と
性
格
｣

(

『続
日
本
紀
研
究
』
二
二
五
､

一
九
八
三
-
二
)

(40
)
平
野
邦
雄

｢古
代
ヤ
マ
ト
の
世
界
観
-
ヒ
ナ

(夷
)
･
ヒ
ナ
モ
リ

(夷
守
)
の

概
念
を
通
じ
て
ー

｣

(

前
掲
註

(5
))

(41
)
西
本
昌
弘

｢畿
内
制
の
基
礎
的
考
察
-
日
本
に
お
け
る
礼
制
の
受
容
I
L
(前

掲
註

(33
))

(42
)
早
川
万
年
｢畿
内
の
東
辺
-
日
本
古
代
史
に
お
け
る
｢中
央
と
周
縁
｣
-

｣

(

『史

境
』

一
二
､

一
九
八
六
-

≡
)

(43
)
た
だ
し
､
〟｢畿
内
｣
-

ヒ
ナ
ー

｢蝦
夷
｣
″

の
よ
う
な
単
純
な
同
心
円
的
な
構

造
で
は
理
解
で
き
な
い
面
が
あ
る
｡
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
､
ア
ヅ
マ
と
さ

れ
る
地
域
の
特
種
性
で
あ
る
｡
ア
ヅ
マ
は
八
世
紀
段
階
に
お
い
て
も
｢蝦
夷
｣

と

｢畿
内
｣

の
中
間
で
特
別
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
､
そ
れ
以
前
か
ら

ヒ
ナ
と
は
区
別
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
｡
こ
れ
ら
を
論
ず
る
た
め
に
は
､
い

わ

ゆ
る
東
国
国
司
派
遣
の
問
題
や
､
｢東
国
｣

と

｢坂
東
｣

と
ア
ヅ
マ
の
違
い
な

ど
の
問
題
も
含
ま
れ
て
-
る
の
で
､
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
に
期
し

た
い

｡

(44
)
表
記

｢蝦
夷
｣

が
､
貴
族
を
中
心
と
し
た
律
令
制
下
の
古
代
人
た
ち
の
中
で
､

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
表
記
だ
っ
た
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
､
本
稿
の
内
容
と
は
少
し
異
な
る
が
､

1
つ
だ
け
補
足
し
て
お
き
た

69
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古
代
に
お
け
る
東
北

･
北
海
道
の
人
々
を
指
し
て

｢賊
｣

や

｢虜
｣

と
称

す
る
史
料
上
の
表
記
方
法
が
､
宝
亀
五

(七
七
四
)
年
か
ら
延
暦
八

(七
八

九
)
年
に
集
中
し
､
延
暦
十
八

(七
九
九
)
年
か
ら
弘
仁
三

(八

二

一)
年

に
か
け
て
も
や
や
少
な
い
が
散
見
す
る
｡
ま
た
､
貞
観
十
七

(八
七
五
)
年

か
ら
元
慶
二

(八
七
八
)
年
に
か
け
て
再
び
現
れ
'
特
に
元
慶
二
年
に
集
中

し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
改
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
､律
令
国
家
側
に
と
っ

て

｢蝦
夷
が
叛
乱
を
起
こ
し
た
｣

と
認
知
し
た
時
期
に
合
致
す
る
｡
宝
亀
五

年
は
､
陸
奥
海
道
蝦
夷
が
鞍
乱
し
桃
生
城
を
侵
し
た
年
で
あ
り
､
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
弘
仁
二
年
ま
で
､
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
が
続
-
｡
宝
亀
十

一
年
･

延
暦
八
年
に
特
に
多
い
の
は
､
前
者
が
伊
治
此
口
麻
呂
の
乱
､
後
者
が
賊
首
阿

nfTT流
烏
に
大
敗
し
た
年
だ
か
ら
で
あ
る
｡
貞
観
十
七
年
か
ら
元
慶
二
年
は
漢

嶋

･
出
羽
方
面
で
叛
乱
が
続
き
､
特
に
元
慶
二
年
は
､
い
わ
ゆ
る

｢
元
慶
の

乱
｣

の
年
で
あ
り
､
｢賊
｣

｢虜
｣

の
表
記
の
登
場
も
激
増
し
て
い
る
｡

｢賊
｣

｢虜
｣

は
､
叛
乱
関
係
記
事
の
中
で
も
特
に
､
″
い
つ
ど
こ
で
何
人

-
ら
い
が
ど
う
し
た
″
と
い
う
具
体
性
の
あ
る
描
写
の
際
に
用
い
ら
れ
､
そ

う
し
た
個
々
の
叛
乱
動
向
を
総
括
的
に
見
る
よ
う
な
場
合
に

｢夷
｣

｢夷
欲
し

な
ど
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
｡

こ
れ
ら
か
ら
言
え
る
こ
と
は
､
蝦
夷
は
い
つ
も

｢賊
｣

や

｢虜
｣

と
い
っ

た
見
方
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
｢賊
｣

や

｢虜
｣

は
戦
い
と
共
に
､
意
識
の
上
に
､
ま
た
表
記
と
し
て
も
具
現
す
る
も

の
で
あ
り
､
通
常
の

｢蝦
夷
｣

や

｢停
囚
｣

と
決
し
て
同
義
的
に
と
ら
え
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
逆
に
言
え
ば
､
｢蝦
夷
｣

や

｢停
囚
｣

と
い
っ
た
表

記
に
は
､
戦
争
時
に
具
現
す
る
､
い
わ
ば
敵
視
し
た

｢賊
｣

や
､
生
け
締
り

に
し
た
際
や
敵
を
罵
る
と
き
の
｢虜
｣
､
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
含
ま
れ
て
浴

ら
ず
､
律
令
体
制
化
外
と
化
内
の
境
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
な
身
分

表
記
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

(45
)
本
多
公
栄

｢東
北
の
地
域
か
ら
日
本
史
を
見
直
す
-
ア
テ
ル
イ
と
モ
レ
を
追

っ

て
｣

(

同

『ち
か
ら
を
伸
ば
す
日
本
史
の
授
業
』
第
1
部
の
5
､
日
本
書
籍
､

一
九
八
七
-
九
)
｡
本
多
氏
も
引
用
し
て
い
る
が
'
｢
ぼ
-
ら
は
東
北
を

一
つ

の
地
域
と
し
て
見
る
｡
地
域
の
概
念
に
､
｢中
央
｣

に
属
す
る

｢地
方
｣

で
あ

る
こ
と
を
拒
否
す
る
意
味
を
こ
め
て
い
る
｡
地
域
は
住
民
の
自
治
を
本
則
と

す
る
生
活
と
文
化
の
空
間
で
は
あ
る
が
､
他
の
地
域
に
た
い
し
て
自
ら
を
閉

ざ
す
も
の
で
は
な
い
｣

と
い
う
真
壁
仁
氏
の
言
葉

(真
壁
仁
･野
添
憲
治

『民

衆
史
と
し
て
の
東
北
』
､
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
､
一
九
七
六
-

一
二
)
の
重
み
を
､

今
改
め
て
認
識
し
て
い
る
｡

(46
)
佐
々
木
利
和
｢｢
ア
イ
ヌ
史
｣

は
成
立
す
る
だ
ろ
う
か
｣

(

北
海
道
･東
北
史
研
究

会
編

『北
か
ら
の
日
本
史
』
所
収
､
三
省
堂
､

一
九
八
八
-
五
)

(47
)
工
藤
雅
樹
｢古
代
国
家
と
蝦
夷
｣
(

『国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
三
､

一
九
八
二
-

二
)
､
｢東
北
北
部
に
お
け
る
政
治
的
社
会
の
形
成
｣

(

『森
貞
次
郎
博
士
古
稀

記
念

古
文
化
論
集
』
'
一
九
八
二
-
四
)
､
｢蝦
夷
ア
イ
ヌ
説
と
非
ア
イ
ヌ
説
｣

(『宮
城
の
研
究
』
第
二
巻
､
清
文
堂
､

1
九
八
三
-
四
)
'
『日
本
の
古
代
遺

跡

15

宮
城
』
(保
育
社
､
1
九
八
四
-

一
〇
)､
｢
日
本
列
島
に
お
け
る
諸
民

族
の
形
成
｣
(『日
高
見
国
-
菊
池
啓
治
郎
学
兄
還
暦
記
念
論
集
-
』
､
一
九
八

五
-

二

一)
､
｢海
峡
を
は
さ
む
蝦
夷
文
化
-
東
北
･北
海
道
｣

(

森
浩

一
編
『日

本
の
古
代
』
ニ
ー
列
島
の
地
域
文
化
'
中
央
公
論
社
､
一
九
八
六
-

二
)
､
｢古
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代
蝦
夷
の
社
会
-
交
易
と
社
会
組
織
｣

(

『歴
史
評
論
』
四
三
四
､
1
九
八
六
-

六
)､
｢民
族
論
に
お
け
る
蝦
夷
と
ア
イ
ヌ
｣
(高
橋
富
雄
編
『東
北
古
代
史
の

研
究
』
､
吉
川
弘
文
館
､
1
九
八
六
-

1
0
)
｢古
代
蝦
夷
と
そ
の
社
会
｣

(

北

海
道

･
東
北
史
研
究
会
編

『北
か
ら
の
日
本
史
』
所
収
､
三
省
堂
､

一
九
八

八
-

五
)､
『城
柵
と
蝦
夷
』
(考
古
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
1
51
､
ニ
ュ
ー
･サ
イ
エ

ン
ス
社
､

一
九
八
九
-
七
)
な
ど
｡

(4
)
荒
木
陽

一
郎

｢古
代
北
方
社
会
解
明
へ
向
け
て
｣

(

北
海
道
･東
北
史
研
究
会

編

『北
か
ら
の
日
本
史
』
所
収
､
三
省
堂
､

一
九
八
八
-

五
)
で
も
評
価
点

を
簡
単
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
｡
筆
者
は
工
藤
氏
が
蝦
夷
を

｢部
族
社
会
｣

と
見
な
す
際
の
比
較
史
的
な
方
法
や
民
族
誌
的
類
推
に
対
し
､
比
較
対
象
と

す
る
地
域

･
部
族
が
少
な
す
ぎ
る
点
を
問
題
と
考
え
て
い
る
｡

(49
)
荒
木
陽

一
郎

｢箆

(墨
)
書
土
器

｢夫
｣

字
の
考
察
｣

(

学
習
院
考
古
会
編

『考

古
学
の
世
界
』
六
､

1
九
九

〇
-
四
)

八
十
七
号

荒
木
陽

一
郎

｢蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｣

正
誤
表

五
〇
頁
下
段

五
〇
頁
下
段

五
〇
頁
下
段

五
〇
貢
下
段

五
〇
頁
下
段

五
八
頁
下
段

五
八
頁
下
段

五
九
頁
下
段

誤

二
行
目

k
'u
w
e
i

二
行
目

二
行
目

三
行
目

四
行
目

四
行
目

六
行
目

六
行
目

k
'u
w
u

k

-

u
i

k'uy
e
h

kur
i

｢停
囚
｣
を
を

(畑
)

関
連
氏
族

論
じ
ら
れ
て
き
た
｡

(付
記
)

本
稿
は
､

一
九
八
八
年

一
月
に
学
習
院
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
第

四
章
第

一
節

･
第
二
節
に
加
筆

･
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
掲
載
に
あ
た
っ
て

は
､
前
回
に
引
き
続
き
､
弘
前
大
学
の
長
谷
川
成

一
先
生

･
小
口
雅
史
先
生
に
お
世

話
に
な
っ
た
｡
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
｡(神

奈
川
県

･
私
立
武
相
高
等
学
校
教
諭
)

六

l
頁
下
段

丁
四
行
目

六
二
頁
上
段
二
二
行
目

六
二
百
上
段
二
三
行
目

六
二
頁
上
段
二
三
行
目

六
二
貢
下
段

一
行
目

六
四
頁
上
段
二
三
行
目

六
四
頁
下
段

一
行
冒

1
九
八
七
-
四

用
い
ら
れ
て
山
五

見
ら
れ
副

混
用

誤
用

日
本
史
JJ
)

『歴
史
評
論
』

正k
u
w
e
i

k
Lu
w
u

k
'u
i

k
'u
y
e
h

k
u
ヾ
i

｢停
困
｣

を

関
連
氏
族

〔註
恥
を
と
る
〕

(畑
)

論
じ
ら
れ
て
き

た

｡

〔註
恥
を
つ
け
る
〕

一
九
八
七
-
四

用
い
ら
れ
て
い
る

〔傍
線
と
る
〕

見
ら
れ
る

〔傍
線
と
る
〕

薗
矧

〔傍
線
つ
け
る
〕

熱
風

〔傍
線
つ
け
る
〕

日
本
史
巨

(『歴
史
評
論
』
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